
「「ここんんににちは」ちは」ココーナーのーナーの  
赤ち赤ちゃゃんんをを募集募集ししまますす  

「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 

□問 企画課　蕁388‐1113

Hello!Hello!Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ んん  ちち  ここ  にに  はは  んん  ちち  ここ  にに  はは  んん  ちち  ここ  にに  はは  ん ち こ に は 

令和5年5月生まれの赤ちゃん 

3月22日（金） 応募はこちらから蜷 

応募対象 

応募期限 

ホームページアドレス https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/

この広報紙は再生紙を使用しています。 QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 
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笠原 陽斗 
かさはら はると 

（東陽町） 
くん 

ちょっと泣き虫だけど元気いっぱいなところが大好き！ 
笑顔の絶えない人生でありますように、毎日幸せをありがとう螢 

令和5年3月25日生 
笠原 斗志希・祐美さんの子 仙田 海翔 

せんだ かいと 
（円城寺） 
くん 

甘えん坊でいたずらっ子の海翔が大好き螢 
海翔が笑うとパパとママは幸せな気持ちになるよ！ 
これからも一緒に沢山思い出作ろうね！ 

令和5年3月28日生 
仙田 航平・真帆さんの子 

　1月28日の寒さ厳しい中、新春名物「ファミリーマラ
ソン大会」が笠松競馬場で催されました。 
　参加者は馬場の深い砂に苦戦しながらも、競走馬
に負けないガッツで激走。観客席からは大きな声援
やシャッター音が聞こえてくる、笠松ならではの光景
が見られました。 

表紙　COVER STORY目次　CONTENTS

02 

03 

06 

13

笠松春まつりのお知らせ 

休日窓口のご案内 

笠松町議会議員選挙 

チョイソコカラタンが本格運行をはじめます 

KASAMATSU
広報かさまつ 3

2024 Mar.
No.1162

〜笠松の地で子どもたちとつくる〜

日時

箏、二十五絃箏奏者

笠松子ども箏教室、ぎふ児童合唱団

３月１０日（日）　午後２時開演

場所

笠松中央交流センター　３階大ホール

広がれ の輪コンサート箏箏

日���子（笠松町出身）

「六段の調」と「越天楽」など 笠笠松松中中央央交交流流セセンンタターー　　蕁蕁３８３８８８--３２３３２３１１問問笠松中央交流センター　蕁３８８-３２３１問

出演

曲目

かかささままつつ応応援援割割引引ククーーポポンンはは  かかささままつつ応応援援割割引引ククーーポポンンはは  かさまつ応援割引クーポンは 

66月月3300日日ままででににごご利利用用をを！！  66月月3300日日ままででににごご利利用用をを！！  6月30日までにご利用を！ 

第第33弾弾  第第33弾弾  第3弾 

利利用用ででききるる店店舗舗ははここちちらら蜷蜷  利用できる店舗はこちら蜷 

11月月末時点末時点でで笠松町笠松町にに住民票住民票がが  
ああるる方方ににおお送送りりししてていいまますす。。  

1月末時点で笠松町に住民票が 
ある方にお送りしています。 

令和6年3月号 
第1162号 24

C M Y K C M Y K



3月31日・4月7日の日曜日に 
休日窓口を開設します 

　年度末や年度始めは、就職・転勤などで住所変更される方が多いことから、3月31日と4月7日の両日曜

日に住民異動届などの手続きができるよう、休日窓口を開設します。 

役場1階　住民課・健康介護課（窓口）・税務課 

午前8時30分～午後5時15分 

【非常時】　◆火災現場での消火・警戒活動 
◆災害時の救助・救出・捜索活動 

【平常時】　◆各種訓練（放水訓練など） 
◆車両や機械器具の定期点検 
◆防火啓発活動、夜間警戒 

町内在住・在勤の18歳以上の方 
◆団員報酬、出動手当を個人支給 
【団員報酬】例）団員：36,500円/年 
【出動手当】災害出動：8,000円/日　　訓練活動：2,000円/回 

◆退団時、在職期間と階級に応じて退職報償金を支給 
　例）5年勤務した団員　200,000円 
◆活動中に負傷した場合の公務災害補償制度有り 

c総務課　蕁388‐1111

・旅券の申請や受取　　・各種証明書の広域交付　　・特別永住者に関する諸手続き 

※住民基本台帳カードやマイナンバーカードを使用する手続き（転入届など）は、一部取り扱いできない場

合がありますので事前にお問い合わせください。 

※取扱事務の中でも、日曜日に休業している関係機関への問い合わせが必要な場合は、当日手続きがで

きないことがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c住民課　蕁388‐1115

　共に郷土かさまつを守っていく団員を募集しています。 
　消防団に興味がある方、入団を希望する方はご連絡ください。 

〇住民票の転入届、転出届、転居届 

〇印鑑登録の受付 

〇住民票の写し、戸籍謄本・抄本、印鑑証明書の交付 

〇戸籍の届出 

〇マイナンバーカードの交付 

〇国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の資格取得、喪失の受付 

〇福祉医療費受給者証申請の受付 

〇児童手当認定請求書の受付 

〇各種税務証明の交付 

笠
松
町
消
防
団 

新
入
団
員
募
集 

受付場所 
受付時間 
取扱事務 

活 動  
 
 
 
 
入団資格 
待 遇  

取り扱いできない事務 
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3月31日・4月7日の日曜日に 
休日窓口を開設します 

　年度末や年度始めは、就職・転勤などで住所変更される方が多いことから、3月31日と4月7日の両日曜

日に住民異動届などの手続きができるよう、休日窓口を開設します。 

役場1階　住民課・健康介護課（窓口）・税務課 

午前8時30分～午後5時15分 

【非常時】　◆火災現場での消火・警戒活動 
◆災害時の救助・救出・捜索活動 

【平常時】　◆各種訓練（放水訓練など） 
◆車両や機械器具の定期点検 
◆防火啓発活動、夜間警戒 

町内在住・在勤の18歳以上の方 
◆団員報酬、出動手当を個人支給 
【団員報酬】例）団員：36,500円/年 
【出動手当】災害出動：8,000円/日　　訓練活動：2,000円/回 

◆退団時、在職期間と階級に応じて退職報償金を支給 
　例）5年勤務した団員　200,000円 
◆活動中に負傷した場合の公務災害補償制度有り 

c総務課　蕁388‐1111

・旅券の申請や受取　　・各種証明書の広域交付　　・特別永住者に関する諸手続き 

※住民基本台帳カードやマイナンバーカードを使用する手続き（転入届など）は、一部取り扱いできない場

合がありますので事前にお問い合わせください。 

※取扱事務の中でも、日曜日に休業している関係機関への問い合わせが必要な場合は、当日手続きがで

きないことがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c住民課　蕁388‐1115

　共に郷土かさまつを守っていく団員を募集しています。 
　消防団に興味がある方、入団を希望する方はご連絡ください。 

〇住民票の転入届、転出届、転居届 

〇印鑑登録の受付 

〇住民票の写し、戸籍謄本・抄本、印鑑証明書の交付 

〇戸籍の届出 

〇マイナンバーカードの交付 

〇国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の資格取得、喪失の受付 

〇福祉医療費受給者証申請の受付 

〇児童手当認定請求書の受付 

〇各種税務証明の交付 
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松
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団 

新
入
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取扱事務 

活 動  
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　町スポーツ協会主催の「新春ファミリーマラソン大会」が1月28日、笠松競馬場で開催されました。 
　県内外にも広く知られるこのマラソンは普段入ることができない競馬場の走路をコースとして行われ、
今年は例年より多くの約500人がマラソンやジョギングを楽しみました。 

　2月2日、生活協同組合コープぎふと「健康 子
育て Happy！協定」を締結しました。 
　この協定では、「健康づくり」「食育」「子育て
支援」について協力することで、町の皆さんが地
域でHappyになることを目的としています。 
　今後は、健康教室や離乳食教室などの事業を
協働で取り組んでいきます。 

生活協同組合コープぎふと 
協定を締結 

　2回目の開催となった「仮装の宴」。当選
倍率約2倍を勝ち取った87人の参加者が笠
松競馬場に集結しました。 
　数頭風変りな馬がいたり、レース・仮装優
秀者の表彰式では古田町長が馬に絡まれる
シュールな一幕も！？ 
　今年も、馬と仮装好きの皆さんの熱と愛が
あふれる温かいイベントとなりました。 

新春ファミリーマラソン大会＆仮装の宴を開催 
岐阜県伝統文化継承者表彰を受賞 

　野々垣 美樹さん（司町）が岐阜県伝統文
化継承者表彰を受賞されました。野々垣さ
んは70年の長きにわたって「大名行列お奴」
に携わり、現在は春まつりの行列に参加する
小中学生に踊りを指導されています。 
　伝統芸能の保存継承や後継者育成にも
尽力されるなど顕著な功績があると認められ、
今回の受賞となりました。 
　大名行列お奴の「奴の毛槍振り（踊り）」
は平成7年に岐阜県重要無形民俗文化財
に指定されています。 

種目 
4年生以下男子の部 

女子の部 
5年生男子の部 

女子の部 
6年生男子の部 

女子の部 

江口 蓮央 
高岡 芽生 
置村 悠宜 
端場 咲月 
平山 秀弥 
山下 楓加 

笠松町 
岐南町 
笠松町 
岐阜市 
笠松町 
岐阜市 

種目 
中学生男子の部 

女子の部 
一般男子の部 

女子の部 

森 智哉 
端場 心咲 
浜野 雄大 
番 雪枝 

笠松町 
岐阜市 
笠松町 
岐南町 

ふるさとの歴史「鮎鮨街道」を体験 

　1月下旬、町文化協会が町内3小学校で鮎鮨街道の体験学習を行いました。子どもたちは鮎鮨が笠
松を通って江戸に献上されるまでの道のりや、笠松地域に今も家屋が残る人足問屋のお話を聞いた後、
荷のレプリカを持ち上げたり、町内の料理店「松廣」の協力で再現された鮎鮨を試食しました。 
　鮎鮨は長い道中に日持ちをさせるために酸味のきいた味でしたが、彼らの口にも合ったようです。また
最後の質問タイムには多くの手が勢いよくあがり、始終興味津々の様子の子どもたちでした。 

（敬称略） 各種目優勝者 

���� ������

まちの話題 皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113

令和6年3月号 
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　町スポーツ協会主催の「新春ファミリーマラソン大会」が1月28日、笠松競馬場で開催されました。 
　県内外にも広く知られるこのマラソンは普段入ることができない競馬場の走路をコースとして行われ、
今年は例年より多くの約500人がマラソンやジョギングを楽しみました。 

　2月2日、生活協同組合コープぎふと「健康 子
育て Happy！協定」を締結しました。 
　この協定では、「健康づくり」「食育」「子育て
支援」について協力することで、町の皆さんが地
域でHappyになることを目的としています。 
　今後は、健康教室や離乳食教室などの事業を
協働で取り組んでいきます。 

生活協同組合コープぎふと 
協定を締結 

　2回目の開催となった「仮装の宴」。当選
倍率約2倍を勝ち取った87人の参加者が笠
松競馬場に集結しました。 
　数頭風変りな馬がいたり、レース・仮装優
秀者の表彰式では古田町長が馬に絡まれる
シュールな一幕も！？ 
　今年も、馬と仮装好きの皆さんの熱と愛が
あふれる温かいイベントとなりました。 

新春ファミリーマラソン大会＆仮装の宴を開催 
岐阜県伝統文化継承者表彰を受賞 

　野々垣 美樹さん（司町）が岐阜県伝統文
化継承者表彰を受賞されました。野々垣さ
んは70年の長きにわたって「大名行列お奴」
に携わり、現在は春まつりの行列に参加する
小中学生に踊りを指導されています。 
　伝統芸能の保存継承や後継者育成にも
尽力されるなど顕著な功績があると認められ、
今回の受賞となりました。 
　大名行列お奴の「奴の毛槍振り（踊り）」
は平成7年に岐阜県重要無形民俗文化財
に指定されています。 

種目 
4年生以下男子の部 

女子の部 
5年生男子の部 

女子の部 
6年生男子の部 

女子の部 

江口 蓮央 
高岡 芽生 
置村 悠宜 
端場 咲月 
平山 秀弥 
山下 楓加 

笠松町 
岐南町 
笠松町 
岐阜市 
笠松町 
岐阜市 

種目 
中学生男子の部 

女子の部 
一般男子の部 

女子の部 

森 智哉 
端場 心咲 
浜野 雄大 
番 雪枝 

笠松町 
岐阜市 
笠松町 
岐南町 

ふるさとの歴史「鮎鮨街道」を体験 

　1月下旬、町文化協会が町内3小学校で鮎鮨街道の体験学習を行いました。子どもたちは鮎鮨が笠
松を通って江戸に献上されるまでの道のりや、笠松地域に今も家屋が残る人足問屋のお話を聞いた後、
荷のレプリカを持ち上げたり、町内の料理店「松廣」の協力で再現された鮎鮨を試食しました。 
　鮎鮨は長い道中に日持ちをさせるために酸味のきいた味でしたが、彼らの口にも合ったようです。また
最後の質問タイムには多くの手が勢いよくあがり、始終興味津々の様子の子どもたちでした。 

（敬称略） 各種目優勝者 

���� ������

まちの話題 皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113
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投票日時 

投票場所 
第一投票区 

笠松中央交流センター 
（常盤町6番地） 

第二投票区 
松枝交流センター 
（長池292番地） 

第三投票区 
総合交流センター 
（中野229番地） 

3月24日（日）　午前7時～午後8時 

投票期間 3月20日（水・祝）～23日（土） 

投票時間 午前8時30分～午後8時 

　平成18年3月25日以前に生まれた方で、令和

5年12月18日以前に住民登録をした方。 

　ただし、投票日当日までに町外へ転出された

方は投票することができません。 

　2月28日以後に転居（町内の引越し）した方は、

転居前の投票区で投票できます。 

●指定施設や滞在地での投票 
　次の方は、町選挙管理委員会に投票用紙を

請求し、施設や各自治体で投票することができ

ます。 

・病院や老人ホームなどの指定施設で投票す

る方 

・一時的に遠方に滞在していて笠松町以外で

投票する方 c町選挙管理委員会（総務課内）　蕁388‐1111

●郵便による投票 
　身体障害者手帳や介護保険被保険者証な

どをお持ちの方で、次の要件に該当する方は、

郵便による投票をすることができます。 

　事前に証明書の交付が必要となりますので、

詳しくは町選挙管理委員会までお問い合わせ

ください。 

身体障害者手帳 
障がいの程度 

1級 2級 3級 

両下肢、体幹、移動機能
の障がい 

心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の
障がい 

免疫、肝臓の障がい 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

× 

○ 

○ 

戦傷病者手帳 

障がいの程度 

特別
項症 

両下肢、体幹の障がい 

心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、 
肝臓の障がい 

○ 

○ 

第1 
項症 

○ 

○ 

第2 
項症 

第3 
項症 

○ 

○ 

× 

○ 

介護保険被保険者証 

要介護状態区分 

要介護 
1

× 

要介護 
2

× 

要介護 
3

要介護 
4

要介護 
5

× × ○ 

笠松町議会議員選挙 

期日前投票3月20日 

3月24日 

　投票日当日に仕事などで投票所へ行くことができない方は、その旨を示す宣誓書を記入することで

期日前投票ができます。 

投開日・投票所 

投票できる方 不在者投票 

　有権者の氏名が内側に4人まで記載してあり

ますので、切り取り線で切り離して投票所へお

持ちください。 

　入場券と一体になっている宣誓書は切り離
さずお持ちください。 
 

入場券をなくした場合 

　紛失した場合も投票できますので、投票所で

係員にお申し出ください。 
※入場券をお持ちいただくとスムーズに投票することがで

きますので、お手元にある場合はご協力お願いします。 

 

入場券が届かない場合 

　町選挙管理委員会までお問い合わせください。 

投票所入場券 
3月19日（火）に発送します 

期日前投票 

開 票  3月24日（日）　午後9時～　笠松中央交流センター 

投票場所 笠松町役場　1階住民課ロビー 

持 ち 物  入場券（届いている方） 

　今後4年間の私た

ちの代表を選ぶ大切

な選挙です。 

　 貴 重な権 利を無

駄にしないよう、投票

しましょう。 

日 

水・祝 ～23日 土 

笠松中央交流センター 

松枝交流センター 
総合交流センター 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松2丁目157番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田3977‐1 
TEL 058‐327‐4030

10年保証 
つ み き と え い ご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

令和6年3月号 
第1162号 6 令和6年3月号 

第1162号 7

C K C K



投票日時 

投票場所 
第一投票区 

笠松中央交流センター 
（常盤町6番地） 

第二投票区 
松枝交流センター 
（長池292番地） 

第三投票区 
総合交流センター 
（中野229番地） 

3月24日（日）　午前7時～午後8時 
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●指定施設や滞在地での投票 
　次の方は、町選挙管理委員会に投票用紙を

請求し、施設や各自治体で投票することができ

ます。 
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詳しくは町選挙管理委員会までお問い合わせ
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× 
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3
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× × ○ 
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　投票日当日に仕事などで投票所へ行くことができない方は、その旨を示す宣誓書を記入することで

期日前投票ができます。 
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ますので、切り取り線で切り離して投票所へお
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　入場券と一体になっている宣誓書は切り離
さずお持ちください。 
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　紛失した場合も投票できますので、投票所で

係員にお申し出ください。 
※入場券をお持ちいただくとスムーズに投票することがで

きますので、お手元にある場合はご協力お願いします。 

 

入場券が届かない場合 

　町選挙管理委員会までお問い合わせください。 

投票所入場券 
3月19日（火）に発送します 

期日前投票 

開 票  3月24日（日）　午後9時～　笠松中央交流センター 

投票場所 笠松町役場　1階住民課ロビー 

持 ち 物  入場券（届いている方） 

　今後4年間の私た

ちの代表を選ぶ大切

な選挙です。 

　 貴 重な権 利を無

駄にしないよう、投票

しましょう。 

日 

水・祝 ～23日 土 

笠松中央交流センター 

松枝交流センター 
総合交流センター 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松2丁目157番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田3977‐1 
TEL 058‐327‐4030
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3月末まで！　小中学生向け　英語検定料の助成 
　小中学生の英語能力向上のため、実用英語技能検定の検定料を助成しています。 

町内在住の小中学生の保護者 

令和5年度に実施された実用英語技能検定1級から4級　※合格、不合格は問いません。 

検定料の半額（100円未満切捨て） 

①オンライン申請 

②交付申請書（役場企画課で配布または町ホームページからダウンロード） 

　に受験票と検定結果の写しを添えて企画課に提出 

3月31日（日） 

※ただし、やむを得ず検定結果を期限後に受理した場合（S‐CBTなど）は速やかに申請してください。 

e企画課　蕁388‐1113

不妊症診断検査費用の助成 
　不妊症診断検査費用の一部を助成しています。

対象者・助成額・申請方法など、詳しくは町ホーム

ページをご確認ください。 

3月29日（金） 

（検査が終了した日が2月1日から3月31日の場合は、

5月31日まで） 

c健康介護課　蕁388‐7171

使用済み食用油の回収 
　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボランティ

ア団体のご協力で実施しますので、ご利用ください。 

3月15日（金）午前9時30分～11時30分 

役場、笠松中央交流センター、松枝交流セ

ンター、下羽栗会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶、

古着（布）も同時に回収します。 

c環境経済課　蕁388‐1114

学校給食センター調理員・運転手（会計年度任用職員）募集 

e学校給食センター　蕁387‐5321（〒501‐6035　笠松町円城寺439番地の1） 

窓口の受付時間：平日8：30～17：15

▲①オンライン申請 

▲詳しくはこちら 

調理員 

仕事内容 

募集人員 

応募資格 

雇用開始日 

勤務時間 

報酬 

申込方法 

学校給食の調理 

若干名 

なし 

採用日 

8：30～16：30（7時間勤務） 
※午前のみ・午後のみの勤務を希望する方はご相

談ください。 

日額7,610円 

笠松町会計年度任用職員任用申込書（学校給食センターで配布または町ホームページからダウンロ
ード）を学校給食センターへ郵送または持参 

運転手兼調理補助 

・学校給食の食缶などの積み込みや配達・回収 
・簡単な調理の補助 

1人 

全ての2tトラックが運転できる免許を保有してい
ること 

4月1日 

【給食がある日】7：45～15：45（7時間勤務） 
【給食がない日】8：30～16：30（7時間勤務） 

公園入口の看板 

公園内でのペット（犬など）のマナーについて 
　公園は誰もが利用できる場所ですが、ペットのふんや尿による

公園の汚損についてのご意見が多く寄せられています。 

　ペットを飼っている人も飼っていない人もみんなが気持ちよく

利用できるように配慮してご利用をお願いします。 

　なお、「笠松町運動公園」につきましては、地域の皆さまや

利用者のご意見により、公園内でのペットの散歩を禁止してお

ります。 

　皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

c建設課　蕁388‐1117

危険箇所を撮影 1. 「通報フォーム」にアクセス 2. 危険箇所を発見した日
にち・場所・写真を送信 

3.

通報システムの使い方 

　歩行者などの安全確保のため、「道路等不具合通報システム」の運用を開始しました。 

　道路の穴ぼこや側溝ふたの破損、公園の遊具の破損など、危険な箇所を発見したら「道路等不具合

通報システム」をご活用ください。 

　なお、緊急時は電話にてお知らせください。 c建設課　蕁388‐1117

町ホームページからも 
アクセスできます 

道路などの破損をスマートフォンでも通報できるようになりました 
 
 
対象 
検定 
助成額 
申請方法 
 
 
申請期限 

 
 
 
 
申請期限 

 
 
 
日時 
場所 

お　知　ら　せ 

募　　　集 

����	��
������

町からのお知らせ 

循環社会に奉仕する 
 内田商会 有限会社 

笠松町許可業者 

羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

令和6年3月号 
第1162号 8 令和6年3月号 

第1162号 9

C K C K



3月末まで！　小中学生向け　英語検定料の助成 
　小中学生の英語能力向上のため、実用英語技能検定の検定料を助成しています。 

町内在住の小中学生の保護者 

令和5年度に実施された実用英語技能検定1級から4級　※合格、不合格は問いません。 

検定料の半額（100円未満切捨て） 

①オンライン申請 

②交付申請書（役場企画課で配布または町ホームページからダウンロード） 

　に受験票と検定結果の写しを添えて企画課に提出 

3月31日（日） 

※ただし、やむを得ず検定結果を期限後に受理した場合（S‐CBTなど）は速やかに申請してください。 

e企画課　蕁388‐1113

不妊症診断検査費用の助成 
　不妊症診断検査費用の一部を助成しています。

対象者・助成額・申請方法など、詳しくは町ホーム

ページをご確認ください。 

3月29日（金） 

（検査が終了した日が2月1日から3月31日の場合は、

5月31日まで） 

c健康介護課　蕁388‐7171

使用済み食用油の回収 
　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボランティ

ア団体のご協力で実施しますので、ご利用ください。 

3月15日（金）午前9時30分～11時30分 

役場、笠松中央交流センター、松枝交流セ

ンター、下羽栗会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶、

古着（布）も同時に回収します。 

c環境経済課　蕁388‐1114

学校給食センター調理員・運転手（会計年度任用職員）募集 

e学校給食センター　蕁387‐5321（〒501‐6035　笠松町円城寺439番地の1） 

窓口の受付時間：平日8：30～17：15

▲①オンライン申請 

▲詳しくはこちら 

調理員 

仕事内容 

募集人員 

応募資格 

雇用開始日 

勤務時間 

報酬 

申込方法 

学校給食の調理 

若干名 

なし 

採用日 

8：30～16：30（7時間勤務） 
※午前のみ・午後のみの勤務を希望する方はご相

談ください。 

日額7,610円 

笠松町会計年度任用職員任用申込書（学校給食センターで配布または町ホームページからダウンロ
ード）を学校給食センターへ郵送または持参 

運転手兼調理補助 

・学校給食の食缶などの積み込みや配達・回収 
・簡単な調理の補助 

1人 

全ての2tトラックが運転できる免許を保有してい
ること 

4月1日 

【給食がある日】7：45～15：45（7時間勤務） 
【給食がない日】8：30～16：30（7時間勤務） 

公園入口の看板 

公園内でのペット（犬など）のマナーについて 
　公園は誰もが利用できる場所ですが、ペットのふんや尿による

公園の汚損についてのご意見が多く寄せられています。 

　ペットを飼っている人も飼っていない人もみんなが気持ちよく

利用できるように配慮してご利用をお願いします。 

　なお、「笠松町運動公園」につきましては、地域の皆さまや

利用者のご意見により、公園内でのペットの散歩を禁止してお

ります。 

　皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

c建設課　蕁388‐1117

危険箇所を撮影 1. 「通報フォーム」にアクセス 2. 危険箇所を発見した日
にち・場所・写真を送信 

3.

通報システムの使い方 

　歩行者などの安全確保のため、「道路等不具合通報システム」の運用を開始しました。 

　道路の穴ぼこや側溝ふたの破損、公園の遊具の破損など、危険な箇所を発見したら「道路等不具合

通報システム」をご活用ください。 

　なお、緊急時は電話にてお知らせください。 c建設課　蕁388‐1117

町ホームページからも 
アクセスできます 

道路などの破損をスマートフォンでも通報できるようになりました 
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場所 
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こども館職員（臨時職員）募集 

e町地域振興公社（第一保育所内）　 

蕁387‐6266

自衛官等募集 

c自衛隊岐阜地方協力本部 岐阜募集案内所（岐阜基地分室）　蕁383‐5118

無料県民総合相談「何でも相談フェア」 
　県内の12士業の専門家が、日常生活や仕事で

の様 な々問題の相談を無料でお受けします。 

3月19日（火）午前10時～正午 

午後1時～3時 

岐阜市役所　6階大会議室 

（岐阜市司町40番地1） 

弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、

不動産鑑定士、弁理士、社会保険労務士、中小

企業診断士、行政書士、土地家屋調査士、技術士、

宅地建物取引士 

法律、登記、税務、会計監査、不動産

の価格・賃料、発明・デザイン・商標などの知的財産、

社会保険・労働保険・労務管理、経営、許認可、土

地の境界紛争、技術、土地建物売買・空き家など 

要電話申し込み（先着順） 

e岐阜県司法書士会　蕁246‐1568

募集種目 受験資格 

幹部 
候補生 

予備 
自衛官補 

一般曹候補生 

自衛官候補生 

一般・飛行 

歯科 

薬剤科 

一般 

技能 

22歳以上26歳未満の者 

20歳以上30歳未満の者 
（医師免許保有者） 

20歳以上28歳未満の者 
（医師免許保有者） 

18歳以上52歳未満の者 

18歳以上（国家資格保有者） 

18歳以上33歳未満の者 

受付期間 

3月1日（金）～4月12日（金） 

募集中～4月11日（木） 

3月1日（金）～5月7日（火） 

年間を通じて 

試験期日 

4月20日（土）、21日（日） 

4月6日（土）～21日（日） 
（指定する1日） 

5月17日（金）～26（日） 
（指定する1日） 

受付時にお知らせ 

仕事内容 

応募資格 

雇用開始日 

勤務時間 

勤務場所 

賃金 

乳幼児から高校生が利用するこども館の
運営に携わる業務です。 
児童の育成や子育て家庭への支援に興味
がある方、従事経験がある方、大歓迎！ 

保育士資格または幼・小・中いずれかの教
員免許を持つ方 

4月1日 

火～日曜日のうち3～4日程度 
8：45～17：15（休憩1時間含む） 

こども館「かさくら」（桜町93番地） 

時給1,150円～1,200円 
※祝日勤務の場合、割増賃金あり 

放課後児童クラブ指導員（会計年度任用職員）募集 

e福祉子ども課　蕁388‐1116

仕事内容 

応募資格 

雇用開始日 

勤務時間 

勤務場所 

賃金 

申込方法 

小学生の保護者が就労などにより家庭で
見守ることができない間、子どもたちに生
活の場を提供し、一緒に楽しく遊びます。 

①保育士資格または幼・小・中いずれかの
教員免許を持つ方 

②児童の保育の知識や経験を持つ方 

4月1日  ※年度途中の採用も可能 

【授業がある日】下校時間～19：00 
【学校休業日（土曜日・夏休みなど）】 
7：30～19：00のうち概ね6時間まで 

笠松小学校・松枝小学校・下羽栗小学校 

①時給1,220円 
②時給1,110円 

笠松町会計年度任用職員任用申込書（役
場福祉子ども課で配布または町ホームペ
ージからダウンロード）を福祉子ども課へ
提出 

4日（月）・5日（火）・6日（水）・7日（木）・8日（金） 
18（月）・20日（水・祝）・21日（木）・22日（金） 

55・・77・・2200日日ははチチャャンンネネルルCCCCNNににてて笠笠松松けけいいばば全全レレーーススをを放放送送!!5・7・20日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!

5日（火） 第1回 ブルーリボンマイル（SPⅠ） 
7日（木） 第1回 ジュニアグローリー（SPⅢ） 

20日（水・祝） 第45回マーチカップ（SPⅡ） 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

3月の開催日程 

詳細は、笠松競馬場ホームページ 
をご覧ください。 

公式SNSで笠松けいばの色々な
情報を日々、配信しています。 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

町民バレーボール大会 
4月21日（日）午前8時45分～ 

町民体育館　競技場 

9人制 

 

・代表者が笠松町在住・在勤のチーム 

・笠松町で常時練習しているチーム 

・町バレーボール協会の招待チーム 

自由 

1チーム1,000円　※組み合わせ抽選会で支払い 

4月15日（月）午後7時30分より笠松中央交流センターにて 

4月11日（木） 

申込書（笠松中央交流センターで配布または町ホームページからダウンロード）を笠松中央交

流センター、松枝交流センター、総合交流センターに提出。 

c町スポーツ協会事務局（笠松中央交流センター内）　蕁388‐3231

▲詳しくはこちら 

 
 
 
日時 
 
場所 
 
相談員 
 
 
 
相談内容 
 
 
 
申込 

 
日時 
場所 
試合方法 
参加資格 
 
 
 
チーム編成 
参加費 
組み合わせ抽選会 
申込期限 
申込方法 

相　　　談 

����	��
������

町からのお知らせ 

令和6年3月号 
第1162号 10 令和6年3月号 

第1162号 11

C K C K



こども館職員（臨時職員）募集 

e町地域振興公社（第一保育所内）　 

蕁387‐6266

自衛官等募集 

c自衛隊岐阜地方協力本部 岐阜募集案内所（岐阜基地分室）　蕁383‐5118

無料県民総合相談「何でも相談フェア」 
　県内の12士業の専門家が、日常生活や仕事で

の様 な々問題の相談を無料でお受けします。 

3月19日（火）午前10時～正午 

午後1時～3時 

岐阜市役所　6階大会議室 

（岐阜市司町40番地1） 

弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、

不動産鑑定士、弁理士、社会保険労務士、中小

企業診断士、行政書士、土地家屋調査士、技術士、

宅地建物取引士 

法律、登記、税務、会計監査、不動産

の価格・賃料、発明・デザイン・商標などの知的財産、

社会保険・労働保険・労務管理、経営、許認可、土

地の境界紛争、技術、土地建物売買・空き家など 

要電話申し込み（先着順） 

e岐阜県司法書士会　蕁246‐1568

募集種目 受験資格 

幹部 
候補生 

予備 
自衛官補 

一般曹候補生 

自衛官候補生 

一般・飛行 

歯科 

薬剤科 

一般 

技能 

22歳以上26歳未満の者 

20歳以上30歳未満の者 
（医師免許保有者） 

20歳以上28歳未満の者 
（医師免許保有者） 

18歳以上52歳未満の者 

18歳以上（国家資格保有者） 

18歳以上33歳未満の者 

受付期間 

3月1日（金）～4月12日（金） 

募集中～4月11日（木） 

3月1日（金）～5月7日（火） 

年間を通じて 

試験期日 

4月20日（土）、21日（日） 

4月6日（土）～21日（日） 
（指定する1日） 

5月17日（金）～26（日） 
（指定する1日） 

受付時にお知らせ 

仕事内容 

応募資格 

雇用開始日 

勤務時間 

勤務場所 

賃金 

乳幼児から高校生が利用するこども館の
運営に携わる業務です。 
児童の育成や子育て家庭への支援に興味
がある方、従事経験がある方、大歓迎！ 

保育士資格または幼・小・中いずれかの教
員免許を持つ方 

4月1日 

火～日曜日のうち3～4日程度 
8：45～17：15（休憩1時間含む） 

こども館「かさくら」（桜町93番地） 

時給1,150円～1,200円 
※祝日勤務の場合、割増賃金あり 

放課後児童クラブ指導員（会計年度任用職員）募集 

e福祉子ども課　蕁388‐1116

仕事内容 

応募資格 

雇用開始日 

勤務時間 

勤務場所 

賃金 

申込方法 

小学生の保護者が就労などにより家庭で
見守ることができない間、子どもたちに生
活の場を提供し、一緒に楽しく遊びます。 

①保育士資格または幼・小・中いずれかの
教員免許を持つ方 

②児童の保育の知識や経験を持つ方 

4月1日  ※年度途中の採用も可能 

【授業がある日】下校時間～19：00 
【学校休業日（土曜日・夏休みなど）】 
7：30～19：00のうち概ね6時間まで 

笠松小学校・松枝小学校・下羽栗小学校 

①時給1,220円 
②時給1,110円 

笠松町会計年度任用職員任用申込書（役
場福祉子ども課で配布または町ホームペ
ージからダウンロード）を福祉子ども課へ
提出 

4日（月）・5日（火）・6日（水）・7日（木）・8日（金） 
18（月）・20日（水・祝）・21日（木）・22日（金） 

55・・77・・2200日日ははチチャャンンネネルルCCCCNNににてて笠笠松松けけいいばば全全レレーーススをを放放送送!!5・7・20日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!

5日（火） 第1回 ブルーリボンマイル（SPⅠ） 
7日（木） 第1回 ジュニアグローリー（SPⅢ） 

20日（水・祝） 第45回マーチカップ（SPⅡ） 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

3月の開催日程 

詳細は、笠松競馬場ホームページ 
をご覧ください。 

公式SNSで笠松けいばの色々な
情報を日々、配信しています。 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

町民バレーボール大会 
4月21日（日）午前8時45分～ 

町民体育館　競技場 

9人制 

 

・代表者が笠松町在住・在勤のチーム 

・笠松町で常時練習しているチーム 

・町バレーボール協会の招待チーム 

自由 

1チーム1,000円　※組み合わせ抽選会で支払い 

4月15日（月）午後7時30分より笠松中央交流センターにて 

4月11日（木） 

申込書（笠松中央交流センターで配布または町ホームページからダウンロード）を笠松中央交

流センター、松枝交流センター、総合交流センターに提出。 

c町スポーツ協会事務局（笠松中央交流センター内）　蕁388‐3231

▲詳しくはこちら 

 
 
 
日時 
 
場所 
 
相談員 
 
 
 
相談内容 
 
 
 
申込 

 
日時 
場所 
試合方法 
参加資格 
 
 
 
チーム編成 
参加費 
組み合わせ抽選会 
申込期限 
申込方法 

相　　　談 
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町からのお知らせ 

令和6年3月号 
第1162号 10 令和6年3月号 

第1162号 11

C K C K



笠 松 町 役 場  
 

議 会 事 務 局  
総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
福 祉 子 ども 課  
建 設 課  
水 道 課  
会 計 課  
水道料金事務センター 

 
福祉健康センター 

 
福 祉 会 館  
こども館「かさくら」 
笠松中央交流センター 
 
松枝交流センター 
総合交流センター 
歴 史 未 来 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  
 
テレホンサービス 
防災行政無線アンサーバック 

（過去の放送を聞くことができます） 
火災情報テレホンサービス 

（羽島郡内の火災発生状況を 
聞くことができます） 

388‐1111 
387‐5816 
388‐1110 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐1119 
388‐1175 
 

（健康介護課） 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 

（教育文化課） 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
387‐5321 
388‐2355 
 
 
388‐4930 
 
387‐0100

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

 
 
蕁 
蕁 
蕁 

 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

 
 
蕁 

 
蕁 

お問い合わせ 

まちの人口 

人口 
男 
女 

世帯数 

人 
人 
人 
世帯 

（ 
（ 
（ 
（ 

） 
） 
） 
） 

エリア境界線 

令和6年2月1日現在（前月比） 
21,841 
10,524 
11,317 

9,421

増 
増 
増 
増 

25 
7 

18 
16

電柱にカラスの巣を発見したら、ご連絡を 
　カラスの巣が原因で停電が発

生する事があります。電柱の上に

巣を発見した際は、中部電力にご

連絡ください。 

　また、針金などの金属類で作ら

れた巣は特に停電の原因となりや

すいため、使用していない針金ハ

ンガーなどは屋外に放置しないよ

うお願いします。 
※停電の危険性が高い巣から撤去を進めているため、停電の原因とならない

巣は経過観察とさせていただくことがあります。 

c中部電力パワーグリッド（株）岐阜支社　蕁0120‐924‐148

鴻陽産業株式会社　双王金属笠松工場 
　子ども子育て支援として 現金 50,000円 

ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。 

ここれれかかららもも便便利利がが続続くく！！  
これからも便利が続く！ 

デデママンンドドタタククシシーー「「チチョョイイソソココカカララタタンン」」がが  

本本格格運運行行ををははじじめめまますす  デマンドタクシー「チョイソコカラタン」が 

本格運行をはじめます 

　3年間の実証実験を終え、3月1日から正式に町の公共交通としてデマンドタクシー「チョイソ
コカラタン」が運行を開始します。運賃や運行時間、停留所の場所などは、今までと変わりません。 
　これからもますます便利になりますので、ぜひご利用ください。 
実証実験を経て 
・エリア間の車両の乗り換えが不要になりました。 
・町内のどこからでも、カラフルタウンまで片道250円で行けるようになりました。 
・ご利用件数がどんどん増えました！ 

ごご利利用用方方法法  ごご利利用用方方法法  ご利用方法 

250円（小学生以下100円）  ※西エリア⇔東エリアは500円 運賃 

月～金　8：30～17：30　※祝日も運行。12/29～1/3は運休 運行時間 

笠松町全域・岐阜市（柳津・鶉・日置江地域） 運行エリア 

�

����

�

�

����

�

�

����

�

会員登録する（無料） 

登録申込書は役場や各交流センターにあります。オンライン登録は会員証発行、予約がすぐにできるのでおすすめ！ 

予約する 

乗車・降車する停留所や利用日時が決まりましたら、電話またはオンラインで予約してください。 

0570‐058712（ナビダイヤル） 登録・予約はLINEが便利です蜷 

乗車する 

予約した日時に停留所でお待ちください。 

エリア境界線 

（鶉・日置江地域） （笠松・下羽栗地域） 

（松枝地域・カラフルタウン含む柳津地域） 

町内の停留所は58か所！ 
最寄りはこちらからお探しください蜷 

交通マナーアップぎふ 
「交通マナー　たかめて安全　ぎふの路」 

交差点マナーアップ 
車も自転車も、一時停止や信号機のない交差点では、徐行・一

時停止に努め安全確認しましょう。 

横断マナーアップ 
道路を横断するときは、いったん

止まって左右確認し、横断施設を

利用しましょう。 

夜間マナーアップ 
夜間の外出時には明るい色の服

装や反射材を身につけましょう。 

お　願　い 

寄　　　附 

町からのお知らせ 

ひらたクリニック 

令和6年3月号 
第1162号 12 令和6年3月号 

第1162号 13

C K C K



笠 松 町 役 場  
 

議 会 事 務 局  
総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
福 祉 子 ども 課  
建 設 課  
水 道 課  
会 計 課  
水道料金事務センター 

 
福祉健康センター 

 
福 祉 会 館  
こども館「かさくら」 
笠松中央交流センター 
 
松枝交流センター 
総合交流センター 
歴 史 未 来 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  
 
テレホンサービス 
防災行政無線アンサーバック 

（過去の放送を聞くことができます） 
火災情報テレホンサービス 

（羽島郡内の火災発生状況を 
聞くことができます） 

388‐1111 
387‐5816 
388‐1110 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐1119 
388‐1175 
 

（健康介護課） 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 

（教育文化課） 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
387‐5321 
388‐2355 
 
 
388‐4930 
 
387‐0100

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

 
 
蕁 
蕁 
蕁 

 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

 
 
蕁 

 
蕁 

お問い合わせ 

まちの人口 

人口 
男 
女 

世帯数 

人 
人 
人 
世帯 

（ 
（ 
（ 
（ 

） 
） 
） 
） 

エリア境界線 

令和6年2月1日現在（前月比） 
21,841 
10,524 
11,317 

9,421

増 
増 
増 
増 

25 
7 

18 
16

電柱にカラスの巣を発見したら、ご連絡を 
　カラスの巣が原因で停電が発

生する事があります。電柱の上に

巣を発見した際は、中部電力にご

連絡ください。 

　また、針金などの金属類で作ら

れた巣は特に停電の原因となりや

すいため、使用していない針金ハ

ンガーなどは屋外に放置しないよ

うお願いします。 
※停電の危険性が高い巣から撤去を進めているため、停電の原因とならない

巣は経過観察とさせていただくことがあります。 

c中部電力パワーグリッド（株）岐阜支社　蕁0120‐924‐148

鴻陽産業株式会社　双王金属笠松工場 
　子ども子育て支援として 現金 50,000円 

ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。 

ここれれかかららもも便便利利がが続続くく！！  
これからも便利が続く！ 

デデママンンドドタタククシシーー「「チチョョイイソソココカカララタタンン」」がが  

本本格格運運行行ををははじじめめまますす  デマンドタクシー「チョイソコカラタン」が 

本格運行をはじめます 

　3年間の実証実験を終え、3月1日から正式に町の公共交通としてデマンドタクシー「チョイソ
コカラタン」が運行を開始します。運賃や運行時間、停留所の場所などは、今までと変わりません。 
　これからもますます便利になりますので、ぜひご利用ください。 
実証実験を経て 
・エリア間の車両の乗り換えが不要になりました。 
・町内のどこからでも、カラフルタウンまで片道250円で行けるようになりました。 
・ご利用件数がどんどん増えました！ 

ごご利利用用方方法法  ごご利利用用方方法法  ご利用方法 

250円（小学生以下100円）  ※西エリア⇔東エリアは500円 運賃 

月～金　8：30～17：30　※祝日も運行。12/29～1/3は運休 運行時間 

笠松町全域・岐阜市（柳津・鶉・日置江地域） 運行エリア 
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会員登録する（無料） 

登録申込書は役場や各交流センターにあります。オンライン登録は会員証発行、予約がすぐにできるのでおすすめ！ 

予約する 

乗車・降車する停留所や利用日時が決まりましたら、電話またはオンラインで予約してください。 

0570‐058712（ナビダイヤル） 登録・予約はLINEが便利です蜷 

乗車する 

予約した日時に停留所でお待ちください。 

エリア境界線 

（鶉・日置江地域） （笠松・下羽栗地域） 

（松枝地域・カラフルタウン含む柳津地域） 

町内の停留所は58か所！ 
最寄りはこちらからお探しください蜷 

交通マナーアップぎふ 
「交通マナー　たかめて安全　ぎふの路」 

交差点マナーアップ 
車も自転車も、一時停止や信号機のない交差点では、徐行・一

時停止に努め安全確認しましょう。 

横断マナーアップ 
道路を横断するときは、いったん

止まって左右確認し、横断施設を

利用しましょう。 

夜間マナーアップ 
夜間の外出時には明るい色の服

装や反射材を身につけましょう。 

お　願　い 

寄　　　附 

町からのお知らせ 

ひらたクリニック 

令和6年3月号 
第1162号 12 令和6年3月号 

第1162号 13

C K C K



対　象 内　容 

乳幼児親子 

小学生 

小中学生 
高校生 

中学生 
高校生 

日にち 
10日（水） 
11日（木） 
12日（金） 
16日（火） 
17日（水） 
28日（日） 
27日（土） 
28日（日） 

10日（水） 

27日（土） 

時　間 
10：00～10：45 

10：00～10：30 

10：00～10：45 
14：00～16：30 
13：30～16：30 

18：00～21：00 

18：00～20：00

定員 
20組 

10組 

10組 

6人 

－ 

申込 

要 

不要 

子育てサロン 

ピヨピヨひろば 

手づくりパーク 

つくってみよう 
子ども相談室 

ボードゲームDay 
ティーンズスペース 
（中高生の居場所） 

ティーンズテーマトーク 

小中学生 
高校生 

（町外の方も） 
卓球あそび 6日（土） 13：00～15：00 4組 不要 

申込開始 3月1日（金） 

申込・問 こども館「かさくら」　蕁388‐0811
4月の 

こども館「かさくら」行事 
4月の 

こども館「かさくら」行事 

第1回　笠松町議会臨時会議決結果（1月30日開会　同日閉会） 

第１号　令和５年度笠松町一般会計補正予算（専決第２
号）の専決処分の承認 

補正額 １,４２７,０００円 

補正後歳入歳出予算額 ８,３１２,７７２,０００円 

［主な補正内容］ 

・公共施設巡回町民バスの修繕料を増額 

 

第２号　笠松町手数料条例の一部を改正する条例 
マイナンバーを利用して請求する戸籍電子証明書提供用

識別符号の発行手数料の追加などに伴う所要の規定整備 

 

第３号　福祉健康センター空調機改修工事請負契約の
締結 

契約の金額 ５３,４２７,０００円 

契約の相手方 株式会社　三愛 

 

第４号　道路（舗装）修繕工事請負契約の一部変更 
契約の金額 変更前　５５,０００,０００円 

 変更後　５７,３４４,０００円 

 
第５号　令和５年度笠松町一般会計補正予算（第８号） 

補正額 １,９２５,０００円 

補正後歳入歳出予算額 ８,３１４,６９７,０００円 

［主な補正内容］ 

・中学校の特別支援学級教室のテレビ設置費を計上 

・学校給食センターの自動ドアの修繕料を計上 

 

［すべて可決］ 

 

ごみを減らしましょう 

食品ロスを削減して食費も節約しよう！ 

家では 

外食する時 

小盛りメニューを活用！ 

食べ放題のお店でも！ 

在庫 
管理 

買い物前に 
冷蔵庫チェック！ 

必要なものだけ 
買おう！ 

買い物 

調理後 生ごみの廃棄方法 
にも工夫を！ 

消費・賞味期限を 
確認しよう！ 

保存 

冷蔵庫などにある食品の在庫を適切に管理 
して、食品を使い切りましょう。 

小盛メニューやご飯の量を選択して、自分に合った食べきれる量を 
注文しましょう。 

　町では「小型家電リサイクル法」の認定事業者「リネットジャパンリサイクル（株）」と協定を締結し、

家庭で不要になったパソコンを宅配便で無料回収しています。 

cリネットジャパンリサイクル（株）お問い合わせ専用窓口　蕁0570‐085‐800（10時～17時） 

●データはご自身で消去してください。無料消去ソフトの提供などのサービスもあります。 

●他の小型家電やプリンタなどの周辺機器も一緒に回収できます。 

●パソコンを含むダンボール1箱分（3辺の合計が140cm以内、重さ20kg以内）の回収料金は無料です。 

●インターネットが使用できない方は、お問い合わせ専用窓口へご相談ください。 

食べ残した料理は持ち帰れるか確認！ 
残してしまった場合は、自己責任の範囲で
持ち帰りができるかお店の人に確認してみ
るのもおすすめです。食中毒に十分注意して、
できるだけはやく再加熱するなどして安全
な状態のものを食べましょう。 食べきれる量をお皿に盛って、食べ残しがないように調節しましょう。 

生ごみを捨てる時は水気をきってごみの量を 
減らしたり、堆肥化するなど工夫しましょう。 

食品を買うときは食べられる分だけ買う 
など、計画的な買い物をしましょう。 

消費期限や賞味期限を正しく理解しま 
しょう。 

ぎふ食べきり運動インスタグラムでは、家庭で作れる食べきりレシピ・食品ロス 
削減法などを発信中！ 

c県廃棄物対策課 資源循環推進係　蕁272‐8214

不要になったパソコンを無料回収します 

申込み 縡 

リネットジャパンへ申込 
https://www.renet.jp

詰める 縒 

パソコンなどを 
ダンボールに詰める 

回収 縱 

宅配業者が希望日時に 
自宅から回収 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

令和6年3月号 
第1162号 14 令和6年3月号 

第1162号 15

C K C K



対　象 内　容 

乳幼児親子 

小学生 

小中学生 
高校生 

中学生 
高校生 

日にち 
10日（水） 
11日（木） 
12日（金） 
16日（火） 
17日（水） 
28日（日） 
27日（土） 
28日（日） 

10日（水） 

27日（土） 

時　間 
10：00～10：45 

10：00～10：30 

10：00～10：45 
14：00～16：30 
13：30～16：30 

18：00～21：00 

18：00～20：00

定員 
20組 

10組 

10組 

6人 

－ 

申込 

要 

不要 

子育てサロン 

ピヨピヨひろば 

手づくりパーク 

つくってみよう 
子ども相談室 

ボードゲームDay 
ティーンズスペース 
（中高生の居場所） 

ティーンズテーマトーク 

小中学生 
高校生 

（町外の方も） 
卓球あそび 6日（土） 13：00～15：00 4組 不要 

申込開始 3月1日（金） 

申込・問 こども館「かさくら」　蕁388‐0811
4月の 

こども館「かさくら」行事 
4月の 

こども館「かさくら」行事 

第1回　笠松町議会臨時会議決結果（1月30日開会　同日閉会） 

第１号　令和５年度笠松町一般会計補正予算（専決第２
号）の専決処分の承認 

補正額 １,４２７,０００円 

補正後歳入歳出予算額 ８,３１２,７７２,０００円 

［主な補正内容］ 

・公共施設巡回町民バスの修繕料を増額 

 

第２号　笠松町手数料条例の一部を改正する条例 
マイナンバーを利用して請求する戸籍電子証明書提供用

識別符号の発行手数料の追加などに伴う所要の規定整備 

 

第３号　福祉健康センター空調機改修工事請負契約の
締結 

契約の金額 ５３,４２７,０００円 

契約の相手方 株式会社　三愛 

 

第４号　道路（舗装）修繕工事請負契約の一部変更 
契約の金額 変更前　５５,０００,０００円 

 変更後　５７,３４４,０００円 

 
第５号　令和５年度笠松町一般会計補正予算（第８号） 

補正額 １,９２５,０００円 

補正後歳入歳出予算額 ８,３１４,６９７,０００円 

［主な補正内容］ 

・中学校の特別支援学級教室のテレビ設置費を計上 

・学校給食センターの自動ドアの修繕料を計上 

 

［すべて可決］ 

 

ごみを減らしましょう 

食品ロスを削減して食費も節約しよう！ 

家では 

外食する時 

小盛りメニューを活用！ 

食べ放題のお店でも！ 

在庫 
管理 

買い物前に 
冷蔵庫チェック！ 

必要なものだけ 
買おう！ 

買い物 

調理後 生ごみの廃棄方法 
にも工夫を！ 

消費・賞味期限を 
確認しよう！ 

保存 

冷蔵庫などにある食品の在庫を適切に管理 
して、食品を使い切りましょう。 

小盛メニューやご飯の量を選択して、自分に合った食べきれる量を 
注文しましょう。 

　町では「小型家電リサイクル法」の認定事業者「リネットジャパンリサイクル（株）」と協定を締結し、

家庭で不要になったパソコンを宅配便で無料回収しています。 

cリネットジャパンリサイクル（株）お問い合わせ専用窓口　蕁0570‐085‐800（10時～17時） 

●データはご自身で消去してください。無料消去ソフトの提供などのサービスもあります。 

●他の小型家電やプリンタなどの周辺機器も一緒に回収できます。 

●パソコンを含むダンボール1箱分（3辺の合計が140cm以内、重さ20kg以内）の回収料金は無料です。 

●インターネットが使用できない方は、お問い合わせ専用窓口へご相談ください。 

食べ残した料理は持ち帰れるか確認！ 
残してしまった場合は、自己責任の範囲で
持ち帰りができるかお店の人に確認してみ
るのもおすすめです。食中毒に十分注意して、
できるだけはやく再加熱するなどして安全
な状態のものを食べましょう。 食べきれる量をお皿に盛って、食べ残しがないように調節しましょう。 

生ごみを捨てる時は水気をきってごみの量を 
減らしたり、堆肥化するなど工夫しましょう。 

食品を買うときは食べられる分だけ買う 
など、計画的な買い物をしましょう。 

消費期限や賞味期限を正しく理解しま 
しょう。 

ぎふ食べきり運動インスタグラムでは、家庭で作れる食べきりレシピ・食品ロス 
削減法などを発信中！ 

c県廃棄物対策課 資源循環推進係　蕁272‐8214

不要になったパソコンを無料回収します 

申込み 縡 

リネットジャパンへ申込 
https://www.renet.jp

詰める 縒 

パソコンなどを 
ダンボールに詰める 

回収 縱 

宅配業者が希望日時に 
自宅から回収 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

令和6年3月号 
第1162号 14 令和6年3月号 

第1162号 15

C K C K



防災情報をスマートフォンなどに配信しています 

■笠松町公式LINE 
〈登録方法〉 
LINEメニューの友だち追加から 
ID「kasamatsu-town」を検索 

■あんしんかさまつメール 
〈登録方法〉 
「bousai.kasamatsutown@raiden3 
.ktaiwork.jp」へメール送信 

■エリアメール 
携帯会社のネットワークを通じて、 
笠松町エリア内の携帯電話に発信 
※登録不要 

▲町公式LINE

▲あんしん 
かさまつメール 

▲詳しくはこちら 

▲詳しくはこちら 

■Yahoo!防災速報 
〈登録方法〉 
アプリをダウンロードし、地域設定で 
「笠松町」を選択 

■災害から命を守る 
　岐阜県民運動公式YouTubeチャンネル 
〈確認できる内容〉 
災害に備えて自助・共助の知識が 
身につく県民向けの動画 

〈視聴方法〉 
YouTubeで「災害から命を守る 
岐阜県民運動」を検索 

■岐阜県公式防災LINE 
〈確認できる内容〉 
・ハザードマップの確認 
・河川水位情報、避難情報など 

〈登録方法〉 
LINEメニューの友だち追加から 
ID「@622hrphc」を検索 

■岐阜県危機管理部X 
〈確認できる内容〉 
・防災に関する情報 
・防災などに関するイベント情報 

〈登録方法〉 
Xで「岐阜県危機管理部」を検索 

▲県YouTube 
チャンネル 

▲県防災LINE

▲県危機管理部X

外出先で命を守る 
羽島郡広域連合消防本部　蕁388‐1195消防署 

　令和6年1月1日、能登半島を中心に巨大地震に見舞われ、尊い命が
奪われました。ここ東海地方でも近い将来必ず巨大地震が起こると言わ
れており、その被害は能登半島地震を上回ると予想されています。 
　今回は、いざという時に災害から大切な命を守るために、外出先で地
震に遭遇した際の対処法を紹介します。 

　国民年金保険料（以下「保険料」）の免除・納付猶予や学生納付特例（以下「免除等」）
の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合に比べて、将来受け取る年
金額が少なくなります。将来受け取る年金額を補うために、保険料を後から納付（追納）する
ことができます。 
●申請方法 
　「国民年金保険料追納申込書」を年金事務所に持参または郵送で提出してください。納
付書が届きますので期限内に納付してください。 
●注意事項 
・口座振替やクレジットでの納付はできません。 
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間です。 
・免除等が承認された期間のうち、原則古い期間からの納付になります。 
・免除等を承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合

には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 
・老齢基礎年金を受給できる方は追納できません。 

　現在、学生納付特例の承認を受けていて、令和6年度学生納付特例を希望する方は申請
が必要です。令和6年4月以降に日本年金機構から送付される通知に記入して返送または
学生証を持参し、年金事務所または役場住民課に申請書を提出してください。 
　令和6年度分の受付開始は、令和6年4月からです。 
c岐阜南年金事務所　蕁273‐6161　／　住民課　蕁388‐1115

国民年金 国民年金保険料の後払い（追納）ができます 

学生納付特例制度は年度ごとの申請が必要です 

　町の防災行政無線に耳を傾け、落ち着いて避難
指示に従いましょう。 
　建物や塀が倒れてきたり、看板などが落下して
くる可能性があるので安全な距離をとりましょう。 

　非常口に人が殺到し、とても危険です。係
員や駅員の指示に従い行動しましょう。 
　駅にいるときは、ホームに転落しないよう
柱やベンチにしっかりと掴まりましょう。 

　すぐにすべての階のボタンを押し、止まった階
で一刻も早く外に出ましょう。中に閉じ込められ
てしまった場合は、エレベーター内の非常用呼び
出しボタンを使用し、救助を待ってください。 

　60メートル間隔に非常口が設けられてい
るので、焦らずに場所を確認してから避難し
てください。もし非常口が混んでいたら、隣
の非常口を利用しましょう。 

＜地震の対処法＞ 
外出先では スーパーや駅などでは 

エレベーターでは 地下街では 

いざという時に備
えて、事前に登録
や情報の確認をし
ておきましょう。 

悩みを抱えていたら、相談してみませんか？あなたの今の気持ちを聞かせてください。 

3月は自殺対策強化月間です 

こころの健康相談 おこなおう まもろうよ こころ 

統一ダイヤル（有料） 蕁0570‐064‐556

町からの避難情報や緊急情報を受け取る 県からの防災情報を受け取る 

うちの子「結婚」しないのかしら？ 
独身のお子様の結婚相談承ります 

結婚相談所ムスベル 

お子様の結婚に関するお悩み、プロの仲人がお答えします。 
まずはお気軽に仲人にご相談ください 

058-214-6390
令和6年3月号 
第1162号 16 令和6年3月号 

第1162号 17

C K C K



防災情報をスマートフォンなどに配信しています 

■笠松町公式LINE 
〈登録方法〉 
LINEメニューの友だち追加から 
ID「kasamatsu-town」を検索 

■あんしんかさまつメール 
〈登録方法〉 
「bousai.kasamatsutown@raiden3 
.ktaiwork.jp」へメール送信 

■エリアメール 
携帯会社のネットワークを通じて、 
笠松町エリア内の携帯電話に発信 
※登録不要 

▲町公式LINE

▲あんしん 
かさまつメール 

▲詳しくはこちら 

▲詳しくはこちら 

■Yahoo!防災速報 
〈登録方法〉 
アプリをダウンロードし、地域設定で 
「笠松町」を選択 

■災害から命を守る 
　岐阜県民運動公式YouTubeチャンネル 
〈確認できる内容〉 
災害に備えて自助・共助の知識が 
身につく県民向けの動画 

〈視聴方法〉 
YouTubeで「災害から命を守る 
岐阜県民運動」を検索 

■岐阜県公式防災LINE 
〈確認できる内容〉 
・ハザードマップの確認 
・河川水位情報、避難情報など 

〈登録方法〉 
LINEメニューの友だち追加から 
ID「@622hrphc」を検索 

■岐阜県危機管理部X 
〈確認できる内容〉 
・防災に関する情報 
・防災などに関するイベント情報 

〈登録方法〉 
Xで「岐阜県危機管理部」を検索 

▲県YouTube 
チャンネル 

▲県防災LINE

▲県危機管理部X

外出先で命を守る 
羽島郡広域連合消防本部　蕁388‐1195消防署 

　令和6年1月1日、能登半島を中心に巨大地震に見舞われ、尊い命が
奪われました。ここ東海地方でも近い将来必ず巨大地震が起こると言わ
れており、その被害は能登半島地震を上回ると予想されています。 
　今回は、いざという時に災害から大切な命を守るために、外出先で地
震に遭遇した際の対処法を紹介します。 

　国民年金保険料（以下「保険料」）の免除・納付猶予や学生納付特例（以下「免除等」）
の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合に比べて、将来受け取る年
金額が少なくなります。将来受け取る年金額を補うために、保険料を後から納付（追納）する
ことができます。 
●申請方法 
　「国民年金保険料追納申込書」を年金事務所に持参または郵送で提出してください。納
付書が届きますので期限内に納付してください。 
●注意事項 
・口座振替やクレジットでの納付はできません。 
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間です。 
・免除等が承認された期間のうち、原則古い期間からの納付になります。 
・免除等を承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合

には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 
・老齢基礎年金を受給できる方は追納できません。 

　現在、学生納付特例の承認を受けていて、令和6年度学生納付特例を希望する方は申請
が必要です。令和6年4月以降に日本年金機構から送付される通知に記入して返送または
学生証を持参し、年金事務所または役場住民課に申請書を提出してください。 
　令和6年度分の受付開始は、令和6年4月からです。 
c岐阜南年金事務所　蕁273‐6161　／　住民課　蕁388‐1115

国民年金 国民年金保険料の後払い（追納）ができます 

学生納付特例制度は年度ごとの申請が必要です 

　町の防災行政無線に耳を傾け、落ち着いて避難
指示に従いましょう。 
　建物や塀が倒れてきたり、看板などが落下して
くる可能性があるので安全な距離をとりましょう。 

　非常口に人が殺到し、とても危険です。係
員や駅員の指示に従い行動しましょう。 
　駅にいるときは、ホームに転落しないよう
柱やベンチにしっかりと掴まりましょう。 

　すぐにすべての階のボタンを押し、止まった階
で一刻も早く外に出ましょう。中に閉じ込められ
てしまった場合は、エレベーター内の非常用呼び
出しボタンを使用し、救助を待ってください。 

　60メートル間隔に非常口が設けられてい
るので、焦らずに場所を確認してから避難し
てください。もし非常口が混んでいたら、隣
の非常口を利用しましょう。 

＜地震の対処法＞ 
外出先では スーパーや駅などでは 

エレベーターでは 地下街では 

いざという時に備
えて、事前に登録
や情報の確認をし
ておきましょう。 

悩みを抱えていたら、相談してみませんか？あなたの今の気持ちを聞かせてください。 

3月は自殺対策強化月間です 

こころの健康相談 おこなおう まもろうよ こころ 

統一ダイヤル（有料） 蕁0570‐064‐556

町からの避難情報や緊急情報を受け取る 県からの防災情報を受け取る 

うちの子「結婚」しないのかしら？ 
独身のお子様の結婚相談承ります 

結婚相談所ムスベル 

お子様の結婚に関するお悩み、プロの仲人がお答えします。 
まずはお気軽に仲人にご相談ください 

058-214-6390
令和6年3月号 
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1 総括 

（1）人件費の状況（普通会計決算） 

2 職員の平均給与月額、初任給などの状況 

（1）職員の平均年齢・平均給料月額・ 
　　平均給与月額の状況（令和5年4月1日現在） 

7級 

6級 

5級 

4級 

3級 

2級 

1級 

標準的な 
職務内容 

会計管理者・部長・参与 

課長・参事・所長 

主幹 

副主幹・主任技術主査 

主査・技術主査 

主任・主任技師 

主事・技師 

1号給の
給料月額 

362,900円 

319,200円 

290,700円 

266,000円 

234,400円 

198,500円 

150,100円 

最高号給の 
給料月額 

444,900円 

410,200円 

393,000円 

381,000円 

350,000円 

304,200円 

247,600円 

構成比 

7.5% 

10.8% 

6.5% 

10.8% 

24.6% 

32.3% 

7.5%

職員数 区分 

7人 

10人 

6人 

10人 

23人 

30人 

7人 

区　分 笠松町 

一般行政職 

医療職（保健師） 

大学卒 

高校卒 

大学卒 

短大3卒 

185,200円 

154,600円 

216,000円 

204,900円 

国 

185,200円 

154,600円 

－ 

－ 

区　分 令和4年度 

住民基本台帳人口（令和5年1月1日） 

歳出額　A 

実質収支 

人件費　B 

人件費率　B／A 

（参考）令和3年度の人件費率 

21,828人 

8,132,230千円 

462,977千円 

986,464千円 

12.1% 

12.1%

（2）職員の初任給の状況（令和5年4月1日現在） 

区　分 経験年数
10年 

一般 
行政職 

大学卒 

高校卒 

249,100円 

－ 

経験年数
20年 

328,300円 

－ 

経験年数
25年 

365,233円 

－ 

経験年数
30年 

405,550円 

367,775円 

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の 
　　状況（令和5年4月1日現在） 

（2）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区　分 令和4年度 

職員数　A 

給与費 

給　料 

職員手当 

期末・勤勉手当 

計　B 

1人当たり給与費　B／A

113人 

379,764千円 

58,723千円 

149,234千円 

587,721千円 

5,201千円 

（注） 1　職員手当には退職手当を含みません。 
2　職員数は、令和4年4月1日現在の人数です。 

（注） 1　笠松町の給与条例に基づく給料表の級区分による職
員数です。 

2　「標準的な職務内容」とは、それぞれの級に該当する
代表的な職務です。 

（注） 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手
当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の
額を合計したものです。 

一般行政職 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

41.8歳 305,200円 344,660円 

3 一般行政職の級別職員数などの状況 

（1）一般行政職の級別職員数の状況 
　　（令和5年4月1日現在） 
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町職員の給与などを公表します 
職員の給与などの実態を皆さんにご理解いただくため、その状況を公表します。 

（注） （　）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

イ 人事評価を実施した 

活用している昇給区分 

上位、標準、下位の区分 

上位、標準の区分 

標準、下位の区分 

標準の区分のみ（一律） 

ロ 人事評価を実施していない 

活用予定時期 

手当の名称 左記職員に対
する支給単価 

感染症防疫 
作業手当 

死体取扱 
手当 

犬・猫等死体 
取扱手当 

日額1,000円 

1回1,000円 

1回300円 

支給実績 
（令和4年度決算） 

0千円 

0千円 

0千円 

主な支給
対象業務 

感染症 
患者の 
救護など 

死体取扱
作業 

主な支給 
対象職員 

感染症防疫作
業に従事する
職員 

行旅病死人な
どの死体取扱
作業に従事す
る職員 

犬・猫など死
体取扱作業に
従事する職員 

○ 

昇給可能
な区分 

○ 

○ 

昇給実績が
ある区分 

○ 

昇給可能
な区分 

○ 

○ 

昇給実績が
ある区分 

令和5年度中の運用 管理職員 一般職員 

（3）昇給への人事評価の活用状況 

（2）国との給料表カーブ比較表（行政職（一）） 
　　（令和5年4月1日） 

（4）特殊勤務手当 

1人当たり平均支給額（令和4年度） 1,334千円 

（令和4年度支給割合） 勤勉手当 

2.00月分 

（0.95）月分 

期末手当 

2.40月分 

（1.35）月分 

（加算措置の状況） 

5%～15%

職制上の段階、職務の級などによる加算措置 

役職加算 

4 職員の手当の状況（令和5年4月1日現在） 

（1）期末手当・勤勉手当 

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は、令和4年度に退職
した職員に支給された平均額です。 

○勤勉手当への人事評価の活用状況 

1人当たり平均支給額 
死亡・定年 

（支給率） 

勤続20年 

勤続25年 

勤続35年 

最高限度額 

24.586875月分 

33.27075月分 

47.709月分 

47.709月分 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.709月分 

（2）退職手当 

（3）地域手当　制度なし 

イ 人事評価を実施している 

活用している成績率 

上位、標準、下位の成績率 

上位、標準の成績率 

標準、下位の成績率 

標準の成績率のみ（一律） 

ロ 人事評価を実施していない 

活用予定時期 

○ 

支給可能
な成績率 

○ 

○ 

支給実績が
ある成績率 

○ 

支給可能
な成績率 

○ 

○ 

支給実績が
ある成績率 

令和5年度中における運用  管理職員 一般職員 

自己都合 

23,574千円 6,403千円 

支給実績（令和4年度決算） 

支給職員1人当たり平均支給年額（令和4年度決算） 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和4年度） 

手当の種類 

0千円 

0円 

0.00% 

3種類 

（5）時間外勤務手当 

支給実績（令和4年度決算） 

職員1人当たり平均支給年額（令和4年度決算） 

支給実績（令和3年度決算） 

職員1人当たり平均支給年額（令和3年度決算） 

20,861千円 

229千円 

25,507千円 

297千円 

60
（万円） 
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給
　
料
　
月
　
額
 

国国1100級級  

国国99級級  

国国88級級  

国国77級級　町　町77級級  

国国66級級　町　町66級級  
国国55級級　町　町55級級  
国国44級級　町　町44級級  

国国33級級  
町町33級級  

国国22級　級　町町22級級  

国国11級級　町　町11級級  

国10級 

国9級 

国8級 

国7級　町7級 

国6級　町6級 
国5級　町5級 
国4級　町4級 

国3級 
町3級 

国2級　町2級 

国1級　町1級 

笠松町（R5年） 

国家公務員（R5年） 

11級級  1111..22%%  

22級級  3377..88%%  

33級級  1199..44%%  

44級級  1122..22%%  

55級級  22..11%%  

66級級  1100..22%%  

77級級  77..11%%

11級級  77..55%%  

22級級  3322..33%%  

33級級  2244..66%%  

44級級  1100..88%%  

55級級  66..55%%  

66級級  1100..88%%  

77級級  77..55%%

11級級  1166..44%%  

22級級  3311..77%%  

33級級  1199..22%%  

44級級  1111..66%%  

55級級  44..88%%  

66級級  99..66%%  

77級級  66..77%%

1級 11.2% 

2級 37.8% 

3級 19.4% 

4級 12.2% 

5級 2.1% 

6級 10.2% 

7級 7.1%

1級 7.5% 

2級 32.3% 

3級 24.6% 

4級 10.8% 

5級 6.5% 

6級 10.8% 

7級 7.5%

1級 16.4% 

2級 31.7% 

3級 19.2% 

4級 11.6% 

5級 4.8% 

6級 9.6% 

7級 6.7%

令和6年3月号 
第1162号 18 令和6年3月号 

第1162号 19
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1 総括 

（1）人件費の状況（普通会計決算） 

2 職員の平均給与月額、初任給などの状況 

（1）職員の平均年齢・平均給料月額・ 
　　平均給与月額の状況（令和5年4月1日現在） 

7級 

6級 

5級 

4級 

3級 

2級 

1級 

標準的な 
職務内容 

会計管理者・部長・参与 

課長・参事・所長 

主幹 

副主幹・主任技術主査 

主査・技術主査 

主任・主任技師 

主事・技師 

1号給の
給料月額 

362,900円 

319,200円 

290,700円 

266,000円 

234,400円 

198,500円 

150,100円 

最高号給の 
給料月額 

444,900円 

410,200円 

393,000円 

381,000円 

350,000円 

304,200円 

247,600円 

構成比 

7.5% 

10.8% 

6.5% 

10.8% 

24.6% 

32.3% 

7.5%

職員数 区分 

7人 

10人 

6人 

10人 

23人 

30人 

7人 

区　分 笠松町 

一般行政職 

医療職（保健師） 

大学卒 

高校卒 

大学卒 

短大3卒 

185,200円 

154,600円 

216,000円 

204,900円 

国 

185,200円 

154,600円 

－ 

－ 

区　分 令和4年度 

住民基本台帳人口（令和5年1月1日） 

歳出額　A 

実質収支 

人件費　B 

人件費率　B／A 

（参考）令和3年度の人件費率 

21,828人 

8,132,230千円 

462,977千円 

986,464千円 

12.1% 

12.1%

（2）職員の初任給の状況（令和5年4月1日現在） 

区　分 経験年数
10年 

一般 
行政職 

大学卒 

高校卒 

249,100円 

－ 

経験年数
20年 

328,300円 

－ 

経験年数
25年 

365,233円 

－ 

経験年数
30年 

405,550円 

367,775円 

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の 
　　状況（令和5年4月1日現在） 

（2）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区　分 令和4年度 

職員数　A 

給与費 

給　料 

職員手当 

期末・勤勉手当 

計　B 

1人当たり給与費　B／A

113人 

379,764千円 

58,723千円 

149,234千円 

587,721千円 

5,201千円 

（注） 1　職員手当には退職手当を含みません。 
2　職員数は、令和4年4月1日現在の人数です。 

（注） 1　笠松町の給与条例に基づく給料表の級区分による職
員数です。 

2　「標準的な職務内容」とは、それぞれの級に該当する
代表的な職務です。 

（注） 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手
当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の
額を合計したものです。 

一般行政職 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

41.8歳 305,200円 344,660円 

3 一般行政職の級別職員数などの状況 

（1）一般行政職の級別職員数の状況 
　　（令和5年4月1日現在） 
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町職員の給与などを公表します 
職員の給与などの実態を皆さんにご理解いただくため、その状況を公表します。 

（注） （　）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

イ 人事評価を実施した 

活用している昇給区分 

上位、標準、下位の区分 

上位、標準の区分 

標準、下位の区分 

標準の区分のみ（一律） 

ロ 人事評価を実施していない 

活用予定時期 

手当の名称 左記職員に対
する支給単価 

感染症防疫 
作業手当 

死体取扱 
手当 

犬・猫等死体 
取扱手当 

日額1,000円 

1回1,000円 

1回300円 

支給実績 
（令和4年度決算） 

0千円 

0千円 

0千円 

主な支給
対象業務 

感染症 
患者の 
救護など 

死体取扱
作業 

主な支給 
対象職員 

感染症防疫作
業に従事する
職員 

行旅病死人な
どの死体取扱
作業に従事す
る職員 

犬・猫など死
体取扱作業に
従事する職員 

○ 

昇給可能
な区分 

○ 

○ 

昇給実績が
ある区分 

○ 

昇給可能
な区分 

○ 

○ 

昇給実績が
ある区分 

令和5年度中の運用 管理職員 一般職員 

（3）昇給への人事評価の活用状況 

（2）国との給料表カーブ比較表（行政職（一）） 
　　（令和5年4月1日） 

（4）特殊勤務手当 

1人当たり平均支給額（令和4年度） 1,334千円 

（令和4年度支給割合） 勤勉手当 

2.00月分 

（0.95）月分 

期末手当 

2.40月分 

（1.35）月分 

（加算措置の状況） 

5%～15%

職制上の段階、職務の級などによる加算措置 

役職加算 

4 職員の手当の状況（令和5年4月1日現在） 

（1）期末手当・勤勉手当 

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は、令和4年度に退職
した職員に支給された平均額です。 

○勤勉手当への人事評価の活用状況 

1人当たり平均支給額 
死亡・定年 

（支給率） 

勤続20年 

勤続25年 

勤続35年 

最高限度額 

24.586875月分 

33.27075月分 

47.709月分 

47.709月分 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.709月分 

（2）退職手当 

（3）地域手当　制度なし 

イ 人事評価を実施している 

活用している成績率 

上位、標準、下位の成績率 

上位、標準の成績率 

標準、下位の成績率 

標準の成績率のみ（一律） 

ロ 人事評価を実施していない 

活用予定時期 

○ 

支給可能
な成績率 

○ 

○ 

支給実績が
ある成績率 

○ 

支給可能
な成績率 

○ 

○ 

支給実績が
ある成績率 

令和5年度中における運用  管理職員 一般職員 

自己都合 

23,574千円 6,403千円 

支給実績（令和4年度決算） 

支給職員1人当たり平均支給年額（令和4年度決算） 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和4年度） 

手当の種類 

0千円 

0円 

0.00% 

3種類 

（5）時間外勤務手当 

支給実績（令和4年度決算） 

職員1人当たり平均支給年額（令和4年度決算） 

支給実績（令和3年度決算） 

職員1人当たり平均支給年額（令和3年度決算） 

20,861千円 

229千円 

25,507千円 

297千円 

60
（万円） 

50

40

30

20

10

0
昇　給 

給
　
料
　
月
　
額
 

国国1100級級  

国国99級級  

国国88級級  

国国77級級　町　町77級級  

国国66級級　町　町66級級  
国国55級級　町　町55級級  
国国44級級　町　町44級級  

国国33級級  
町町33級級  

国国22級　級　町町22級級  

国国11級級　町　町11級級  

国10級 

国9級 

国8級 

国7級　町7級 

国6級　町6級 
国5級　町5級 
国4級　町4級 

国3級 
町3級 

国2級　町2級 

国1級　町1級 

笠松町（R5年） 

国家公務員（R5年） 

11級級  1111..22%%  

22級級  3377..88%%  

33級級  1199..44%%  

44級級  1122..22%%  

55級級  22..11%%  

66級級  1100..22%%  

77級級  77..11%%

11級級  77..55%%  

22級級  3322..33%%  

33級級  2244..66%%  

44級級  1100..88%%  

55級級  66..55%%  

66級級  1100..88%%  

77級級  77..55%%

11級級  1166..44%%  

22級級  3311..77%%  

33級級  1199..22%%  

44級級  1111..66%%  

55級級  44..88%%  

66級級  99..66%%  

77級級  66..77%%

1級 11.2% 

2級 37.8% 

3級 19.4% 

4級 12.2% 

5級 2.1% 

6級 10.2% 

7級 7.1%

1級 7.5% 

2級 32.3% 

3級 24.6% 

4級 10.8% 

5級 6.5% 

6級 10.8% 

7級 7.5%

1級 16.4% 

2級 31.7% 

3級 19.2% 

4級 11.6% 

5級 4.8% 

6級 9.6% 

7級 6.7%

令和6年3月号 
第1162号 18 令和6年3月号 

第1162号 19

C K C K



扶養 
手当 

住居 
手当 

通勤 
手当 

管理職 
手当 

休日勤務 
手当 

宿日直 
手当 

夜間勤務 
手当 

管理職員 
特別勤務 

手当 

配偶者 月額6,500円 
子 月額10,000円 
配偶者・子以外の扶養親族 
 月額6,500円 
16歳から22歳の子 
 1人につき5,000円加算 

借家・借間に係る手当 
　月額16,000円を超える家賃 
　を負担している職員の 
　家賃額に応じて支給 
 月額28,000円まで 

交通機関など利用者 
　運賃相当額に応じて 
 月額55,000円まで 
自動車など使用者 
　2km以上（片道）使用者の 
　距離に応じて支給 
月額2,000円～31,600円 

主幹級以上の管理職員に 
役職に応じて支給 
　39,600円～58,100円 

祝日や年末年始の休日の 
勤務に対して支給 
　勤務1時間につき 
　当該職員の時間単価×1.35 

宿日直勤務に対して支給 
 1回4,400円 

深夜（22時から翌朝5時の間）
に正規の勤務時間が割り振
られた職員に支給 
　当該職員の時間単価×0.25 

主幹級以上の管理職員の 
時間外勤務に対して支給 
　週休日・祝日・年末年始 
 1回12,000円 
 （6時間以上18,000円） 
　平日午前0時から午前5時まで 
 1回6,000円 

同じ 

同じ 

同じ 

異なる 

同じ 

同じ 

同じ 

同じ 

支給 
される 
金額 

11,192千円 

4,979千円 

4,882千円 

12,481千円 

74千円 

5,298千円 

0千円 

342千円 

238,117円 

331,907円 

49,318円 

594,343円 

7,404円 

80,267円 

0円 

38,000円 

（6）その他の手当 

手当名 内容及び支給単価 
国の 

制度と 
の異同 

国の 
制度と 
異なる 
内容 

支給実績 
（令和4年度

決算） 

支給職員 
１人当たり 

平均 
支給年額 

（令和4年度
決算） 

区　分 給料月額など 

給料 

報酬 

期末 
手当 

退職 
手当 

町長 
副町長 

議長 
副議長 
議員 

町長 
副町長 

議長 
副議長 
議員 

町長 

副町長 

729,000円 
625,500円 

300,000円 
260,000円 
240,000円 

（令和5年度支給割合） 
4.40月分 

（令和5年度支給割合） 
4.40月分 

（算定方式） （1期の手当額） （支給時期） 
退職時給料月額×

100分の500×4年 14,580,000円 退職時 

退職時給料月額×
100分の300×4年 7,506,000円 退職時 

（注） 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額
及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた場合にお
ける退職手当の見込額です。 （注） 各年における定員管理調査で報告した部門別職員数です。 

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由 

3 

38 

11 

14 

16 

2 

1 

11 

96 

12 

108 

3 

4 

6 

13 

121 
［147］ 

3 

41 

12 

14 

17 

2 

1 

11 

101 

12 

113 

3 

4 

6 

13 

126 
［147］ 

0 

△3 

△1 

0 

△1 

0 

0 

0 

△5 

0 

△5 

0 

0 

0 

0 

△5 
［0］ 

職員の退職に伴う事務業務見直しによる減 

職員の退職に伴う事務業務見直しによる減 

職員の派遣に伴う減 

区分 

部門 令和
5年 

令和
4年 

対前 
年増 
減数 

主な増減理由 
職員数 

（各年4月1日現在） 

（各年4月1日現在） 

議会 

総務 
企画 

税務 

民生 

衛生 

農林 
水産 

商工 

土木 

小計 

教　　育 

小　計 

水道 

下水道 

その他 

小　計 

合　　計 

一
般
行
政
部
門 

会
計
部
門 

公
営
企
業
等 

普
通
会
計
部
門 

（注） 1　職員数は一般職に属する職員数です。 
2　［　］内は、条例定数の合計です。 

20
歳
未
満 

20
歳
〜
23
歳 

24
歳
〜
27
歳 

28
歳
〜
31
歳 

32
歳
〜
35
歳 

36
歳
〜
39
歳 

40
歳
〜
43
歳 

44
歳
〜
47
歳 

48
歳
〜
51
歳 

52
歳
〜
55
歳 

56
歳
〜
59
歳 

60
歳
以
上 

計 区　分 

職員数 1 0 10 14 15 20 12 8 16 13 10 2 121
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

（3） 職員数の推移 

（2）年齢別職員構成の状況（令和5年4月1日現在） 

区分 

部門 
過去5年間の 

増減数（率（％）） 

一般行政 

教育 

公営企業 
等会計 

計 

平成
30年 

平成
31年 

令和
2年 

令和
3年 

令和
4年 

令和
5年 

1（1.1） 

△3（△20.0） 

△3（△18.8） 

△5（△4.0） 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

% 
20

20歳
未満 

20歳

23歳 

24歳

27歳 

28歳

31歳 

32歳

35歳 

36歳

39歳 

40歳

43歳 

44歳

47歳 

48歳

51歳 

52歳

55歳 

56歳

59歳 

60歳
以上 〜

 
〜
 

〜
 

〜
 

〜
 

〜
 

〜
 

〜
 

〜
 

〜
 

構成比 
5年前の構成比 

5 特別職の報酬などの状況（令和5年4月1日現在） 

6 職員数の状況 

95 

15 

16 

126 

94 

13 

16 

123 

94 

13 

14 

121 

98 

13 

13 

124 

101 

12 

13 

126 

96 

12 

13 

121

水道料金・下水道使用料 学校給食費 6期分 11期分（3月分） ・・・・・・ ・・・・・・・・

3月のカレンダー 
各種相談窓口 

内　　容 日にち 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

6日（水） 
27日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 4日（月） 
18日（月） 

9：00～15：00 役場 
環境経済課 

※事前申込制　蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　小川 芳子（長池） 

※事前申込制　蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象です。 
事前申込制（受付：7日（木）まで） 
蕁388‐7171

人権擁護委員 
岩村 雅人（門　間）　千村 ゆかり（東陽町） 
勅使川原 久貴子（西宮町） 
安藤 隆　（北　及）　纐纈 英子　（田　代） 
杉山 詞一（円城寺）　森 眞理子　（米　野） 

人権よろず相談 

8日（金） 13：30～15：30
蕁388‐1301

福祉会館 

介護相談 
月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

14日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

福祉会館 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子　 （北　及） 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 （田　代） 蕁388‐0068 
田島 佳代子 （無動寺） 蕁388‐2235

行政相談 
8日（金） 13：30～15：30

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

内　　容 日にち 受付時間 場　所 

蕁388‐7171

妊娠・出産 
子育て 

総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

今月の納税納付期限 

3月26日（火）まで 

▲地方税お支払サイト 

金融機関などの窓口納付や口座振替のほかに、簡単に納付できる方法があります。 
■バーコードがある納付書 

コンビニやスマートフォン決済アプリ「PayPay」「LINE Pay」「PayB」でも納付できます。 
利用できる税金や料金、利用期限、利用上限額など、詳しくは町ホームページをご覧ください。 

■QRコードやeL番号がある納付書 
固定資産税と軽自動車税（種別割）の納付書に「QRコード（eL‐QR）」や「eL番号（納付

書番号）」がある場合は、クレジットカード払いなどの多様な方法が選択できます。詳しくは「地
方税お支払サイト」をご覧ください。 

図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 
笠松中央交流センター 

29日（金） 
松枝交流センター 総合交流センター 

笠松中央交流センター 
9日（土）10：30～ 

　図書室利用者カードを作ってから5年以上経過してい
る方は、図書室窓口で更新手続きをしてください。 

■今月のおはなしかい 

国民健康保険税 

介護保険料 

放課後児童クラブ利用料 

後期高齢者医療保険料 

保育料（0～2歳児） 

9期分 

10期分 

3月分 

9期分 

3月分 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・ 

・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

4月1日（月）まで 

令和6年3月号 
第1162号 20 令和6年3月号 

第1162号 21

C K C K



扶養 
手当 

住居 
手当 

通勤 
手当 

管理職 
手当 

休日勤務 
手当 

宿日直 
手当 

夜間勤務 
手当 

管理職員 
特別勤務 

手当 

配偶者 月額6,500円 
子 月額10,000円 
配偶者・子以外の扶養親族 
 月額6,500円 
16歳から22歳の子 
 1人につき5,000円加算 

借家・借間に係る手当 
　月額16,000円を超える家賃 
　を負担している職員の 
　家賃額に応じて支給 
 月額28,000円まで 

交通機関など利用者 
　運賃相当額に応じて 
 月額55,000円まで 
自動車など使用者 
　2km以上（片道）使用者の 
　距離に応じて支給 
月額2,000円～31,600円 

主幹級以上の管理職員に 
役職に応じて支給 
　39,600円～58,100円 

祝日や年末年始の休日の 
勤務に対して支給 
　勤務1時間につき 
　当該職員の時間単価×1.35 

宿日直勤務に対して支給 
 1回4,400円 

深夜（22時から翌朝5時の間）
に正規の勤務時間が割り振
られた職員に支給 
　当該職員の時間単価×0.25 

主幹級以上の管理職員の 
時間外勤務に対して支給 
　週休日・祝日・年末年始 
 1回12,000円 
 （6時間以上18,000円） 
　平日午前0時から午前5時まで 
 1回6,000円 

同じ 

同じ 

同じ 

異なる 

同じ 

同じ 

同じ 

同じ 

支給 
される 
金額 

11,192千円 

4,979千円 

4,882千円 

12,481千円 

74千円 

5,298千円 

0千円 

342千円 

238,117円 

331,907円 

49,318円 

594,343円 

7,404円 

80,267円 

0円 

38,000円 

（6）その他の手当 

手当名 内容及び支給単価 
国の 

制度と 
の異同 

国の 
制度と 
異なる 
内容 

支給実績 
（令和4年度

決算） 

支給職員 
１人当たり 

平均 
支給年額 

（令和4年度
決算） 

区　分 給料月額など 

給料 

報酬 

期末 
手当 

退職 
手当 

町長 
副町長 

議長 
副議長 
議員 

町長 
副町長 

議長 
副議長 
議員 

町長 

副町長 

729,000円 
625,500円 

300,000円 
260,000円 
240,000円 

（令和5年度支給割合） 
4.40月分 

（令和5年度支給割合） 
4.40月分 

（算定方式） （1期の手当額） （支給時期） 
退職時給料月額×

100分の500×4年 14,580,000円 退職時 

退職時給料月額×
100分の300×4年 7,506,000円 退職時 

（注） 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額
及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた場合にお
ける退職手当の見込額です。 （注） 各年における定員管理調査で報告した部門別職員数です。 

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由 
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△3 

△1 
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△1 

0 

0 

0 

△5 

0 

△5 

0 

0 

0 

0 

△5 
［0］ 

職員の退職に伴う事務業務見直しによる減 

職員の退職に伴う事務業務見直しによる減 

職員の派遣に伴う減 

区分 

部門 令和
5年 

令和
4年 

対前 
年増 
減数 

主な増減理由 
職員数 

（各年4月1日現在） 

（各年4月1日現在） 

議会 

総務 
企画 

税務 

民生 

衛生 

農林 
水産 

商工 

土木 

小計 

教　　育 

小　計 

水道 

下水道 

その他 

小　計 

合　　計 

一
般
行
政
部
門 

会
計
部
門 

公
営
企
業
等 

普
通
会
計
部
門 

（注） 1　職員数は一般職に属する職員数です。 
2　［　］内は、条例定数の合計です。 
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（3） 職員数の推移 

（2）年齢別職員構成の状況（令和5年4月1日現在） 

区分 

部門 
過去5年間の 

増減数（率（％）） 

一般行政 

教育 

公営企業 
等会計 

計 

平成
30年 

平成
31年 

令和
2年 

令和
3年 

令和
4年 

令和
5年 
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構成比 
5年前の構成比 

5 特別職の報酬などの状況（令和5年4月1日現在） 

6 職員数の状況 
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水道料金・下水道使用料 学校給食費 6期分 11期分（3月分） ・・・・・・ ・・・・・・・・

3月のカレンダー 
各種相談窓口 

内　　容 日にち 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

6日（水） 
27日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 4日（月） 
18日（月） 

9：00～15：00 役場 
環境経済課 

※事前申込制　蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　小川 芳子（長池） 

※事前申込制　蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象です。 
事前申込制（受付：7日（木）まで） 
蕁388‐7171

人権擁護委員 
岩村 雅人（門　間）　千村 ゆかり（東陽町） 
勅使川原 久貴子（西宮町） 
安藤 隆　（北　及）　纐纈 英子　（田　代） 
杉山 詞一（円城寺）　森 眞理子　（米　野） 

人権よろず相談 

8日（金） 13：30～15：30
蕁388‐1301

福祉会館 

介護相談 
月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

14日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

福祉会館 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子　 （北　及） 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 （田　代） 蕁388‐0068 
田島 佳代子 （無動寺） 蕁388‐2235

行政相談 
8日（金） 13：30～15：30

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

内　　容 日にち 受付時間 場　所 

蕁388‐7171

妊娠・出産 
子育て 

総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

今月の納税納付期限 

3月26日（火）まで 

▲地方税お支払サイト 

金融機関などの窓口納付や口座振替のほかに、簡単に納付できる方法があります。 
■バーコードがある納付書 

コンビニやスマートフォン決済アプリ「PayPay」「LINE Pay」「PayB」でも納付できます。 
利用できる税金や料金、利用期限、利用上限額など、詳しくは町ホームページをご覧ください。 

■QRコードやeL番号がある納付書 
固定資産税と軽自動車税（種別割）の納付書に「QRコード（eL‐QR）」や「eL番号（納付

書番号）」がある場合は、クレジットカード払いなどの多様な方法が選択できます。詳しくは「地
方税お支払サイト」をご覧ください。 

図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 
笠松中央交流センター 

29日（金） 
松枝交流センター 総合交流センター 

笠松中央交流センター 
9日（土）10：30～ 

　図書室利用者カードを作ってから5年以上経過してい
る方は、図書室窓口で更新手続きをしてください。 

■今月のおはなしかい 

国民健康保険税 

介護保険料 

放課後児童クラブ利用料 

後期高齢者医療保険料 

保育料（0～2歳児） 

9期分 

10期分 

3月分 

9期分 

3月分 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・ 

・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

4月1日（月）まで 
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休日急病診療 

健康カレンダー 

■内科系　　診療時間　9：00～14：00

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）　松波総合病院（笠松町田代）蕁388‐0111 
■上記以外の病院に関するお問い合せ　郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内）蕁388‐3799

※当番医は変更となる場合があります。 
※受診前に必ず病院へ電話相談をしてください。 

■歯科系　　診療時間　9：00～13：00

内　容 対象 受付時間 
乳児（3～4か月児）健康診査 

1歳6か月児健康診査 
3歳児健康診査 

お誕生（10～11か月）教室 
にこにこ（2歳児）教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ・ミニ 
プレパマクラブ 

R5.11月生 
R4.8月生 
R3.2月生 
R5.4月生 
R4.3月生 

5～6か月児 

乳幼児と 
保護者 

妊婦と 
そのパートナー 

日にち 
13日（水） 

7日（木） 
21日（木） 
25日（月） 
22日（金） 
19日（火） 

5日（火） 
25日（月） 

5日（火） 
25日（月） 

13：10～13：40 

13：00～13：40 
9：20～9：40 
9：20～9：30 

9：50～10：00 
9：30～11：00 

13：00～14：30 
10：00 
13：30

場所 

福祉健康 
センター 

子どもの健診・教室 

場　所 育児相談 
受付時間 

健康相談 
受付時間 

福祉健康センター 
こども館「かさくら」 

下羽栗会館 
福祉健康センター 

日にち 

5日（火） 
15日（金） 
19日（火） 
25日（月） 

9：30～11：00 
10：00～11：30 
13：30～14：30 
13：00～14：30

10：30～11：30 

13：30～14：30 
14：00～15：30

育児相談・健康相談 

場　所 受付時間 日にち 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合交流センター 

松枝交流センター 

笠松 
中央交流センター 

11日（月） 
22日（金） 
13日（水） 
27日（水） 

7日（木） 
21日（木） 

6日（水） 
26日（火） 
13日（水） 
27日（水） 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00

申込 

初参加の方のみ 
要申込 

蕁388‐7171

貯筋くらぶ（65歳以上の方の体操教室） 
ちょ きん 

場　所 受付時間 日にち 

福祉健康センター 

福祉会館 

1日（金） 
15日（金） 
28日（木） 

13：30 

10：00

申込 

初参加の方のみ要申込 
町地域包括支援センター 
蕁388‐7133

ふれあいひろば（65歳以上の方の認知症予防教室） 

場　所 受付時間 日にち 
福祉健康センター 5日（火） 10：00～11：30

申込 
蕁388‐7171

子育てママサロン　バランスボール 
対象：産後2か月から1年未満のお子さんと母親 

場　所 受付時間 日にち 
福祉会館 

総合交流センター 
福祉健康センター※ 

8日（金） 
11日（月） 
12日（火） 

10：15～ 
11：15

申込 

町地域包括支援 
センター 

蕁388‐7133

ふれあい喫茶（認知症カフェ）※認知症介護者のサロン同時開催 

場　所 受付時間 日にち 

福祉健康センター 14日（木） 10：00～
11：30

申込 
7日（木）までに 
蕁388‐7171

グループワーク 
対象：精神科に通院している、こころの悩みをお持ちの方や精神障がいの方 

子どもの 
健診・教室などの 

年間予定 

日 医療機関 

3 

10 

17 

20 

24 

31

森本内科・皮ふ科 

こめの医院 

愛生病院 

ひらたクリニック 

やまうちクリニック 

松波総合病院 

所　在 

笠松町奈良町 

笠松町米野 

笠松町円城寺 

笠松町田代 

岐南町八剣北 

笠松町田代 

電　話 

388‐3600 

387‐6010 

388‐3300 

387‐3378 

215‐7771 

388‐0111

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

さくら歯科 

なな歯科クリニック 

西垣歯科クリニック 

ゆう歯科クリニック 

小島歯科医院 

きたはら歯科クリニック 

所　在 

笠松町門間 

岐南町三宅 

笠松町北及 

岐南町野中 

笠松町奈良町 

岐南町野中 

電　話 

387‐9114 

259‐4618 

387‐5900 

259‐6480 

387‐2848 

247‐8168

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

3月の健康だより 

子育て世代包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

妊娠期から18歳までの子育てを
サポート 
・保健師・助産師による電話相談・家庭

訪問 
・臨床心理士による発達に関する相談（要

申込） 
蕁388‐7171（平日8：30～17：15） 相談 
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休日急病診療 

健康カレンダー 

■内科系　　診療時間　9：00～14：00

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）　松波総合病院（笠松町田代）蕁388‐0111 
■上記以外の病院に関するお問い合せ　郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内）蕁388‐3799

※当番医は変更となる場合があります。 
※受診前に必ず病院へ電話相談をしてください。 

■歯科系　　診療時間　9：00～13：00

内　容 対象 受付時間 
乳児（3～4か月児）健康診査 

1歳6か月児健康診査 
3歳児健康診査 

お誕生（10～11か月）教室 
にこにこ（2歳児）教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ・ミニ 
プレパマクラブ 

R5.11月生 
R4.8月生 
R3.2月生 
R5.4月生 
R4.3月生 

5～6か月児 

乳幼児と 
保護者 

妊婦と 
そのパートナー 

日にち 
13日（水） 

7日（木） 
21日（木） 
25日（月） 
22日（金） 
19日（火） 

5日（火） 
25日（月） 

5日（火） 
25日（月） 

13：10～13：40 

13：00～13：40 
9：20～9：40 
9：20～9：30 

9：50～10：00 
9：30～11：00 

13：00～14：30 
10：00 
13：30

場所 

福祉健康 
センター 

子どもの健診・教室 

場　所 育児相談 
受付時間 

健康相談 
受付時間 

福祉健康センター 
こども館「かさくら」 

下羽栗会館 
福祉健康センター 

日にち 

5日（火） 
15日（金） 
19日（火） 
25日（月） 

9：30～11：00 
10：00～11：30 
13：30～14：30 
13：00～14：30

10：30～11：30 

13：30～14：30 
14：00～15：30

育児相談・健康相談 

場　所 受付時間 日にち 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合交流センター 

松枝交流センター 

笠松 
中央交流センター 

11日（月） 
22日（金） 
13日（水） 
27日（水） 

7日（木） 
21日（木） 

6日（水） 
26日（火） 
13日（水） 
27日（水） 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00

申込 

初参加の方のみ 
要申込 

蕁388‐7171

貯筋くらぶ（65歳以上の方の体操教室） 
ちょ きん 

場　所 受付時間 日にち 

福祉健康センター 

福祉会館 

1日（金） 
15日（金） 
28日（木） 

13：30 

10：00

申込 

初参加の方のみ要申込 
町地域包括支援センター 
蕁388‐7133

ふれあいひろば（65歳以上の方の認知症予防教室） 

場　所 受付時間 日にち 
福祉健康センター 5日（火） 10：00～11：30

申込 
蕁388‐7171

子育てママサロン　バランスボール 
対象：産後2か月から1年未満のお子さんと母親 

場　所 受付時間 日にち 
福祉会館 

総合交流センター 
福祉健康センター※ 

8日（金） 
11日（月） 
12日（火） 

10：15～ 
11：15

申込 

町地域包括支援 
センター 

蕁388‐7133

ふれあい喫茶（認知症カフェ）※認知症介護者のサロン同時開催 

場　所 受付時間 日にち 

福祉健康センター 14日（木） 10：00～
11：30

申込 
7日（木）までに 
蕁388‐7171

グループワーク 
対象：精神科に通院している、こころの悩みをお持ちの方や精神障がいの方 

子どもの 
健診・教室などの 

年間予定 

日 医療機関 

3 

10 

17 

20 

24 

31

森本内科・皮ふ科 

こめの医院 

愛生病院 

ひらたクリニック 

やまうちクリニック 

松波総合病院 

所　在 

笠松町奈良町 

笠松町米野 

笠松町円城寺 

笠松町田代 

岐南町八剣北 

笠松町田代 

電　話 

388‐3600 

387‐6010 

388‐3300 

387‐3378 

215‐7771 

388‐0111

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

さくら歯科 

なな歯科クリニック 

西垣歯科クリニック 

ゆう歯科クリニック 

小島歯科医院 

きたはら歯科クリニック 

所　在 

笠松町門間 

岐南町三宅 

笠松町北及 

岐南町野中 

笠松町奈良町 

岐南町野中 

電　話 

387‐9114 

259‐4618 

387‐5900 

259‐6480 

387‐2848 

247‐8168

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

3月の健康だより 

子育て世代包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

妊娠期から18歳までの子育てを
サポート 
・保健師・助産師による電話相談・家庭

訪問 
・臨床心理士による発達に関する相談（要

申込） 
蕁388‐7171（平日8：30～17：15） 相談 
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「「ここんんににちは」ちは」ココーナーのーナーの  
赤ち赤ちゃゃんんをを募集募集ししまますす  

「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 

□問 企画課　蕁388‐1113

Hello!Hello!Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ んん  ちち  ここ  にに  はは  んん  ちち  ここ  にに  はは  んん  ちち  ここ  にに  はは  ん ち こ に は 

令和5年5月生まれの赤ちゃん 

3月22日（金） 応募はこちらから蜷 

応募対象 

応募期限 

ホームページアドレス https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/

この広報紙は再生紙を使用しています。 QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎ 058-388-1113  FAX.058-387-5816

笠原 陽斗 
かさはら はると 

（東陽町） 
くん 

ちょっと泣き虫だけど元気いっぱいなところが大好き！ 
笑顔の絶えない人生でありますように、毎日幸せをありがとう螢 

令和5年3月25日生 
笠原 斗志希・祐美さんの子 仙田 海翔 

せんだ かいと 
（円城寺） 
くん 

甘えん坊でいたずらっ子の海翔が大好き螢 
海翔が笑うとパパとママは幸せな気持ちになるよ！ 
これからも一緒に沢山思い出作ろうね！ 

令和5年3月28日生 
仙田 航平・真帆さんの子 

　1月28日の寒さ厳しい中、新春名物「ファミリーマラ
ソン大会」が笠松競馬場で催されました。 
　参加者は馬場の深い砂に苦戦しながらも、競走馬
に負けないガッツで激走。観客席からは大きな声援
やシャッター音が聞こえてくる、笠松ならではの光景
が見られました。 
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〜笠松の地で子どもたちとつくる〜

日時

箏、二十五絃箏奏者

笠松子ども箏教室、ぎふ児童合唱団

３月１０日（日）　午後２時開演

場所

笠松中央交流センター　３階大ホール

広がれ の輪コンサート箏箏

日���子（笠松町出身）

「六段の調」と「越天楽」など 笠笠松松中中央央交交流流セセンンタターー　　蕁蕁３８３８８８--３２３３２３１１問問笠松中央交流センター　蕁３８８-３２３１問

出演

曲目

かかささままつつ応応援援割割引引ククーーポポンンはは  かかささままつつ応応援援割割引引ククーーポポンンはは  かさまつ応援割引クーポンは 

66月月3300日日ままででににごご利利用用をを！！  66月月3300日日ままででににごご利利用用をを！！  6月30日までにご利用を！ 

第第33弾弾  第第33弾弾  第3弾 

利利用用ででききるる店店舗舗ははここちちらら蜷蜷  利用できる店舗はこちら蜷 

11月月末時点末時点でで笠松町笠松町にに住民票住民票がが  
ああるる方方ににおお送送りりししてていいまますす。。  

1月末時点で笠松町に住民票が 
ある方にお送りしています。 

令和6年3月号 
第1162号 24

C M Y K C M Y K
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